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第 1 調査の目的等 

 

1 本調査の目的 

 

 本調査の対象としたのは、住民参加型の下記の 6 つの公開討論会等(シンポジウム、説

明会、公開ヒアリングを含め、以下、まとめて｢公開討論会等｣ということがある。)にお

いて、①九州電力が、公開討論会等への参加者を増やすために、九州電力社員(退職者を

含む。)、協力会社、その他の地元関係団体等に参加を呼びかけていた事実の有無(以下、

このような呼びかけを｢参加呼びかけ｣ということがある。)、②九州電力が、パネリス

ト、質問者、意見陳述人など、当日、会場における発言者及びその発言内容を準備してい

た事実の有無(以下、質問者に対する発言内容の準備行為を｢仕込み質問｣ということがあ

る。)、③これら参加呼びかけ及び仕込み質問等に対する国又は関係地方公共団体の関与

の有無である。 

 

 本調査の対象とした 6つの公開討論会等は、下記のものである。 

ア 九州電力が玄海原子力発電所 3 号機において実施を検討していたプルサーマル計

画に関する下記のもの。 

(ｱ) 2005 年(平成 17年)2 月 20 日に開催された九州電力主催によるプルサーマル

公開討論会(以下｢九電討論会｣という。) 

(ｲ) 2005 年(平成 17年)10 月 2 日に開催された国主催によるプルサーマルシンポ

ジウム(以下｢プルサーマルシンポジウム｣という。) 

(ｳ) 2005 年(平成 17 年)12 月 25 日に開催された佐賀県主催によるプルサーマル

公開討論会(以下｢佐賀県討論会｣という。) 

イ 九州電力が計画していた川内原子力発電所 3号機増設に関する下記のもの。 

(ｴ) 2009 年(平成 21年)1 月 23 日に薩摩川内市において開催された環境影響評価

準備書説明会(以下｢薩摩川内市説明会｣という。) 

(ｵ) 2009 年(平成 21年)1 月 30 日にいきち串木野市において開催された環境影響

評価準備書説明会(以下｢いちき串木野市説明会｣という。) 

(ｶ) 2010 年(平成 22年)5 月 18 日に開催された国主催による第一次公開ヒアリン

グ(以下｢第一次公開ヒアリング｣という。) 

 

2 当職らによる調査方法・内容 

 

 本調査では、九州電力に現存する関係資料、公開討論会等の内容を録画した映像記録、

関係者のパソコンに残されているデータ等を精査したほか、九州電力社員(退職者を含
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む。)、第一次公開ヒアリングにおける意見陳述人、その他の関係者ら、42 名1のヒアリン

グを実施した。 

 

(1) プルサーマル計画に関する公開討論会等について 

 

ア 関係資料の精査 

 

 プルサーマル計画に関する公開討論会等に対する調査では、約 160 冊の関係資

料、公開討論会等の映像記録、関係者のパソコンに残されているデータ等を精査

した。 

 

イ ヒアリングの実施 

 

 プルサーマル計画に関する公開討論会等に対する調査に関連して、九州電力社

員ら 22 名、佐賀県職員 2名に対しヒアリングを実施した。 

 

(2) 川内原子力発電所 3号機増設に関する公開討論会等 

 

ア 関係資料の精査 

 

 川内原子力発電所 3 号機増設に関する公開討論会等に対する調査では、約 90 冊

の関係資料、公開討論会等の映像記録等を精査した。 

 

イ ヒアリングの実施 

 

 川内原子力発電所 3 号機増設に関する公開討論会等に対する調査に関連して、九

州電力社員ら 9名、第一次公開ヒアリングにおいて意見陳述を行った意見陳述人 11

名に対しヒアリングを実施した2。 

 

                             
1  同一人物につき複数回ヒアリングを実施した場合は 1 名としてカウントし、プルサーマル計画に関

する公開討論会等、川内原子力発電所 3 号機増設に関する公開討論会等の双方に関与している人に

ついては、それぞれにつき 1名とカウントすることとした。 

2  なお、下記のとおり、九州電力が応募呼びかけを行い、経済産業省によって意見陳述人に選定され

た者は 15 名であったところ、残り 4 名については、遠方に居住していること、体調不良等の理由に

より、ヒアリングを実施することができなかった。 
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3 本調査の基準日 

 

 本調査は、2011 年(平成 23 年)8 月 3 日に開始され、本調査の基準日(以下｢調査基準日｣

という。)は、2011 年(平成 23年)9 月 19 日である。 

 したがって、下記第 2 及び第 3 は、調査基準日現在において判明した事実関係、検証結

果等をまとめたものであり、調査基準日以降における新事実の発覚については取り込んで

いない。 
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第 2 本調査の結果 

 

1 九州電力における原子力発電事業及びその背景事情 

 

(1) 国の原子力発電政策 

 

 日本のエネルギー源は、高度経済成長が始まった昭和 30 年代に石油の導入が本格

化し、さらに昭和 40 年代から原子力の開発・導入が進められた。日本は、エネル

ギー供給に支えられた経済成長により発展を果たしたが、同時に、エネルギー消費の

著しい増加を招き、エネルギー価格の安定化とエネルギーの安定供給が求められるよ

うになった。日本は、エネルギー源の石油への依存度が圧倒的に高かったところ、昭

和 40 年代後半からの石油危機を経て、石油という単一のエネルギー源への依存度が

高いことや、エネルギー資源の大部分を海外に依存していることの問題性が認識され

るようになり、次第に、エネルギー需給安定のため、石油代替エネルギー対策や省エ

ネルギー対策が着目されるようになっていった。 

 このような状況の中で、経済産業省は、供給安定性と経済性に優れた準国産エネル

ギーとして原子力発電を評価し、国全体のエネルギー源における原子力発電比率を

40％程度にまで増やして、原子力発電を国の基幹電源にすることを目標に掲げて3原子

力発電の推進強化政策を進めてきた。 

 具体的には、 

ア 既設の原子力発電所の設備利用率の向上 

イ 原子力発電所の新増設・リプレースの推進 

ウ 核燃料サイクルの推進 

などが原子力発電の推進強化政策を実現するための大きな施策として掲げられている4。 

 このような国のエネルギー政策において、｢事業者は、自主性及び創造性を発揮

し、エネルギーの効率的な利用、エネルギーの安定的な供給並びに地域及び地球の環

境の保全に配慮したエネルギーの利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施

するエネルギーの需給に関する施策に協力する｣こととされ5、特に原子力発電につい

ては、｢事業者の取組については、国としてこれを後押しするために必要な支援を行

                             
3  ｢原子力政策大綱｣(2005 年(平成 17 年)10 月閣議決定)、｢原子力発電推進強化策｣(2009 年(平成 21

年)6 月)。 

4  ｢原子力発電推進強化策｣(2009 年(平成 21 年)6 月)、｢エネルギー基本計画｣(2010 年(平成 22 年)6

月)。 

5  ｢エネルギー基本計画｣(2003 年(平成 15 年)10 月)、｢エネルギー基本計画｣(2010 年(平成 22 年)6

月)。 
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う｣こととされている6。 

 

(2) 九州電力における原子力発電事業の概要 

 

 九州電力の管内では、現在、玄海原子力発電所(佐賀県東松浦郡玄海町、敷地面積

約 87 万平方メートル)の 1～4 号機と、川内原子力発電所(鹿児島県薩摩川内市、敷地

面積約 145 万平方メートル)の 1～2号機が稼働している。 

 上記(1)のような国の原子力発電に関する政策もふまえて、九州電力は、原子力発

電を主要な電力供給源として事業を推進してきた。すなわち、1975 年(昭和 50 年)10

月に、九州電力として初めての原子力発電所である玄海原子力発電所 1 号機が営業運

転を開始して以降、1981 年(昭和 56 年)3 月に玄海原子力発電所 2号機、1984 年(昭和

59 年)7 月に川内原子力発電所 1号機、1985 年(昭和 60 年)11 月に川内原子力発電所 2

号機、1994 年(平成 6 年)3 月に玄海原子力発電所 3 号機、1997 年(平成 9 年)7 月に玄

海原子力発電所 4 号機が、順次営業運転を開始し、発電実績に占める原子力発電の割

合は、2010 年度(平成 22年度)には、約 40％に達している。 

 また、九州電力は、国の原子力発電の推進強化政策を踏まえた原子力発電事業も

行ってきた。すなわち、九州電力は、上記(1)ウの｢核燃料サイクルの推進｣に関する

事業として、2009 年(平成 21 年)12 月から、日本で初めて、玄海原子力発電所 3 号機

において、使用済みウラン燃料から再利用可能なプルトニウムを抽出しリサイクルし

て製造した MOX 燃料で発電するプルサーマルを実施している。また、九州電力は、上

記(1)イの｢原子力発電所の新増設・リプレースの推進｣に関する事業として、川内原

子力発電所 3号機増設の事業を進めている。 

 

(3) 地元への理解推進活動について 

 

 上記(1)のとおり、特に昭和 40 年代後半からの石油危機以降、国は原子力発電を推

進強化する政策を進めてきたが、一方で、国内外における原子力発電所の事故や原子

力船｢むつ｣の放射線漏れの事故7等を契機に、原子力利用の安全性について国民の不安

が増大した結果、原子力発電所を受け入れる地元住民は、次第に原子力の安全性に高

い関心を示すようになり、原子力発電所の建設を進めるためには、地元住民に対する

理解推進活動が重要となってきた。 

 すなわち、国も事業者も、原子力発電の推進強化政策を安定的に進めていくため

                             
6  ｢原子力発電推進強化策｣(2009 年(平成 21年)6 月)。 

7  1974 年(昭和 49 年)9 月に、青森県沖太平洋上で出力上昇試験を実施していた原子力船｢むつ｣におい

て発生した。 
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に、積極的な広聴・広報活動を通じて、原子力が技術的に安全に管理・運営できるこ

とを、国民や地元住民に伝える活動に力を入れるようになった。 

 原子力発電所を建設する電力供給事業者は、地元住民に対する各種説明会の開催、

新聞やテレビ広告の活用、議会や地方自治体との折衝等の活動に力を入れるようにな

り、このような地元への理解推進活動は、原子力発電事業に付随する重要な業務と

なっていった8。 

 

2 玄海原子力発電所 3 号機において実施を検討していたプルサーマル計画に関する公

開討論会等について 

 

(1) プルサーマル計画を巡る背景事情 

 

ア プルサーマルとは 

 

 プルサーマルとは、核燃料サイクルを推進するための 1 つの方法である。具体

的には、原子力発電所において、使用済みウラン燃料からプルトニウムを取り出

し、燃えにくいウランなどと混ぜて作った MOX(Mixed Oxide:混合酸化物)燃料

を、現在使われている原子力発電所で燃やすことを言う9。 

 プルサーマルを導入していない原子力発電所でも、原子炉の中でウランがプル

トニウムに変化して、その一部が燃えているため、発電量の約 3 割は運転中に生

まれたプルトニウムが燃焼して生み出されている。プルサーマルでは、最初から

MOX 燃料にプルトニウムが含まれることになるので、プルトニウムによる発電量

が約 5割になる10。 

 

イ プルサーマルを巡る日本国内の状況 

 

 福井県敦賀市にある｢もんじゅ｣において行われていた、MOX 燃料を使用して消

                             
8  2009 年(平成 21 年)6 月に経済産業省が公表した｢原子力発電推進強化策｣においても、｢事業者は、

発電所の整備など原子力施設の運営の将来計画についてのビジョンを持ち、自治体等との相互理解

を得るように努める｣等の取組みを進めることとされている。 

9  プルサーマルとは、プルトニウムの｢プル｣と、サーマルリアクター(軽水炉)の｢サーマル｣をとって

作られた言葉である。 

10 プルサーマルは、原則として従来の軽水炉のままで運用が可能であり、高速増殖炉の実用化を待た

ずに、再処理された核燃料(プルトニウム)の消費が可能となる。これにより、資源の有効利用が図

られ、エネルギー自給率を高めることができる上、余剰プルトニウムを持たないという国際公約を

果たすことが可能となる。一方、プルサーマルには、技術的安全性、コスト面等の問題があると指

摘されている。 
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費量以上の燃料を生み出す高速増殖炉による発電の実用化計画は、1995 年(平成

7 年)12 月に発生したナトリウム漏出事故により前に進まなくなった。その結

果、1997 年(平成 9 年)1 月、原子力委員会は、軽水炉におけるプルトニウム利用

(プルサーマル)を、当面の核燃料サイクルの具体的な施策として掲げ、さらに同

年 2 月、プルサーマル計画を中心とする核燃料サイクルの推進に関する方針が閣

議了解された。以後、国は、プルサーマル計画を、燃料サイクルの中心的な施策

として推進している11。 

 これを受けて、電気事業連合会は、全電力会社において、国とともに 2010 年

(平成 22 年)度までに 16～18 基の原子力発電所でプルサーマル計画を実施すると

の具体的な計画を発表し12、以後、各電力会社において、原子力発電所における

プルサーマル計画の実施に向けた取組みが行われることになった13。 

 

ウ 九州電力が玄海原子力発電所 3号機におけるプルサーマル計画の実施を決めた経

緯 

 

 九州電力は、上記イのような国のプルサーマル計画を中心とする核燃料サイク

ルの推進に関する方針の決定を受けて、プルサーマル計画を実施する原子力発電

所の選定を進め、安全性の確保、MOX 燃料の装荷量、作業スペース等を考慮し、

2004 年(平成 16 年)4 月 28 日、玄海原子力発電所 3 号機において、2010 年(平成

22 年)度を目途に、プルサーマル計画を実施することを決定をした。 

 

                             
11  2005 年(平成 17 年)3 月に閣議決定された｢原子力政策大綱｣においては、｢使用済燃料を再処理し、

回収されるプルトニウム、ウラン等を有効利用するという基本的方針を踏まえ、当面、プルサーマ

ルを着実に推進することとする。｣とされ、2007 年(平成 19 年)3 月に閣議決定された｢エネルギー基

本計画｣においても、｢使用済燃料の再処理によって回収されるプルトニウムを有効利用するプル

サーマルを着実に推進していく｣、｢このため、電気事業者には、関係住民等の理解を得つつ、プル

サーマルを計画的かつ着実に進めることが期待される。｣とされている。 

12  しかしながら、その後の原子力発電に関連する事故やトラブルが相次いだことにより、プルサーマ

ル計画に関する地元の理解を得るのに時間がかかり、電気事業連合会は、2009 年(平成 21 年)6 月、

目標時期を 2015 年(平成 27年)度まで延期することを表明した。 

13  現状で実際にプルサーマルによる営業運転を行っている原子力発電所には、九州電力玄海原子力発

電所 3 号機(2009 年(平成 21 年)12 月 2 日より営業運転を開始)、四国電力伊方原子力発電所 3 号機

(2010 年(平成 22 年)3 月 30 日より営業運転を開始)、関西電力高浜原子力発電所 3 号機(2011 年(平

成 23 年)1 月 21 日より営業運転を開始)、東京電力福島第一原子力発電所 3 号機(2010 年(平成 22

年)10 月 26 日より営業運転を開始)がある。もっとも、東京電力福島第一原子力発電所 3 号機は、

2011 年(平成 23年)3 月 11 日から運転を停止している。 

また、既に地元自治体からの事前合意を得ていたり、具体的な導入時期が決まっている原子力発電

所には、中部電力浜岡原子力発電所 4 号機(2012 年(平成 24 年)3 月以降に導入予定)、関西電力高浜

原子力発電所 4 号機(2011 年(平成 23 年)夏から導入予定)、中国電力 島根原子力発電所 2 号機、北

海道電力泊原子力発電所 3 号機、東北電力女川原子力発電所 3 号機(2015 年(平成 27 年)度までに導

入予定)がある。 
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(2) プルサーマル計画の実施のための手続 

 

 プルサーマル計画を実施するためには、原子炉における使用済み燃料の処分の

方法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下｢原子炉等規

制法｣という。)23 条 2 項 8 号)に変更があるため、主務大臣から、原子炉設置変

更の許可を受ける必要があった(原子炉等規制法 26 条 1項)。 

 一方、地元自治体である佐賀県及び玄海町に対しては、九州電力が佐賀県及び

玄海町との間で従前から合意していた原子力発電所の安全確保に関する協定(以

下｢安全協定｣という。)4 条に基づいて、事前了解願いを提出し、事前了解を得

る必要があった。 

 国からの原子炉設置変更の許可、佐賀県及び玄海町からの事前了解を受けて、

九州電力は、プルサーマル計画の実施のための工事に着手し、燃料加工契約、輸

送前検査、受入検査、燃料装荷を経て、2009 年(平成 21 年)12 月から、プルサー

マルによる営業運転を開始した。 

 一方、九州電力は、特に佐賀県から、事前了解の条件として、｢地元や地域住

民や県民が納得できる姿で議論を進めていきたい｣という要望を受けた。九州電

力が、このような佐賀県の要望に応えるために実施、関与していった地元住民参

加型の公開討論会等が、九電討論会、プルサーマルシンポジウム及び佐賀県討論

会であった。 

 

(3) 九電討論会 

 

ア 九電討論会の開催に至る経緯 

 

 2004 年(平成 16 年)5 月 28 日、九州電力は、玄海原子力発電所 3号機における

プルサーマル計画の実施に関して、国に対し原子炉設置変更許可を申請し、併せ

て安全協定に基づき、佐賀県及び玄海町に対し事前了解願いを提出した14。 

 プルサーマル計画は、上記のように国の施策として推進されていたものであっ

たが、九州電力より先行して進められていた東京電力柏崎刈羽原子力発電所や福

島原子力発電所におけるプルサーマル計画は、地元の反対が強かったため前に進

まず、関西電力高浜原子力発電所におけるプルサーマル計画は、1999 年(平成 11

年)の品質管理データ不正問題や 2004 年(平成 16 年)の配管破損事故により準備

作業が休止されていたことから、玄海原子力発電所 3 号機におけるプルサーマル

                             
14  佐賀県及び玄海町は、国が安全審査を経て原子炉設置変更許可を出した後、国の安全審査の結果等

を参考に、約 1年後に事前了解願いの判断を出すとしていた。 
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計画が実現すれば、日本で最初のものとなる状況であった。 

 このような状況の中で、佐賀県及び古川康佐賀県知事(以下｢古川知事｣とい

う。)は、事前了解の条件として、佐賀県民の十分な理解が必要であるとする慎

重な姿勢を示した。これを受けて、九州電力は、社内にプルサーマル理解活動推

進委員会を発足させ、2004 年(平成 16 年)6 月以降、 

・ 佐賀県内の議会、自治体、各種団体、玄海町及び周辺住民に対する説

明活動 

・ トークショーやコンサートとともにプルサーマル計画の説明会を実施

する各種イベント企画(以下｢プルサーマルイベント等｣という。) 

・ 新聞、雑誌広告、企画特集記事の掲載 

・ テレビ CM、ラジオ CM 

・ ケーブルテレビ番組、CM 

等を実施し、佐賀県民に対するプルサーマル計画についての理解推進活動を実施

し、その成果を佐賀県に報告することで、佐賀県からの事前了解を求めることと

した。 

 佐賀県は、九州電力が実施していたプルサーマル計画についての理解推進活動

の一環として、佐賀県に住む地元住民を対象とし、原子力推進派と原子力慎重派

が互いに議論をし合う形式の公開討論会を実施するよう九州電力に求めていた。

九州電力社内においては、当初は、佐賀県が求めるような公開討論会を開催して

も、原子力慎重派との議論が噛み合わず、佐賀県民の理解が深まることには繋が

らないという意見もあったが、佐賀県が、公開討論会の開催を強く求めた結果、

九州電力は、佐賀県に説得される形で、2004 年(平成 16 年)秋頃には、九州電力

を主催者とする公開討論会を実施することを決めた。これが、2005 年(平成 17

年)2 月 20 日に開催された九電討論会である。 

 九州電力が企画した九電討論会は、九州電力及び専門家によるプルサーマル計

画の説明、原子力推進派と原子力慎重派によるパネルディスカッション、会場か

らの質疑応答を内容とするものであり、2004 年(平成 16 年)12 月中旬頃には、パ

ネルディスカッションを進行するコーディネーターとして、円滑に議論を遂行で

き、経験豊富でプルサーマル計画に対する知識もある内閣府原子力委員会委員

(当時)で評論家の木元教子氏(以下｢木元氏｣という。)を人選した。 

 

イ 九電討論会の開催状況 

 

 九電討論会は、2005 年(平成 17 年)2 月 20 日に、玄海町町民会館において開催

された。 

 九電討論会では、一般参加者を、佐賀県及び長崎県鷹島町・福島町に在住する
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者に限定し、600 名程度を募集人員と設定し、住所、氏名、年齢、性別、電話番

号等を記入の上、郵送、ファックス、インターネット等を通じて応募させ、応募

者が多数の場合には、玄海町及び唐津市に在住する者に優先して入場整理券を郵

送し、当日は、入場整理券を持参した者だけが会場に入場できることとされてい

た。最終的な一般参加者の応募者は 851 名であり15、当日、実際に入場した一般

参加者は 574 名であった。 

 

 九電討論会は、2 部構成となっており、第一部は、午後 1 時に開始され、プル

サーマル計画の概要について、経済産業省大臣官房参事官野口哲男氏(以下｢野口

氏｣という。)及び九州電力常務取締役原子力発電本部長松下清彦氏(以下｢松下

氏｣という。)が説明を行い、午後 2時 7分に終了した。 

 第二部は、午後 2 時 25 分に開始され、木元氏をコーディネーターとし、一般

公募により選定された 6 名のパネリスト、4 名の専門家、野口氏、松下氏による

パネルディスカッションが行われた。また、第二部においては、会場からの質問

が受け付けられ、3 名が質問をし、その質問に対してパネリストや専門家が回答

をした。第二部は、午後 5時 18 分に終了した。 

 

ウ 九電討論会への参加呼びかけ 

 

(ｱ) 参加呼びかけの方法・ルート 

 

 上記のとおり、九州電力では、プルサーマル計画に関する理解推進活動を行う

中で、プルサーマルイベント等を開催していたが、このようなプルサーマルイベ

ント等を開催する際には、九州電力社員、玄海原子力発電所の運営のために取引

を行っている地元企業(以下｢協力会社｣という。)、地元関係団体等に参加呼びか

けを行っていた。 

 このような参加呼びかけの方法は、広報部原子力広報グループから、佐賀支店

広報グループに指示されるルート、原子力管理部環境広報グループから、佐賀支

店玄海原子力担当や玄海原子力発電所環境広報担当に指示されるルートなどがあ

り、その後佐賀支店や玄海原子力発電所の担当者から、九州電力社員、協力会

社、地元関係団体等へと参加呼びかけが行われていた。 

 

                             
15  応募者全員に入場整理券が郵送された。 
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(ｲ) 九電討論会における参加呼びかけの経緯 

 

 九電討論会においても、それまでのプルサーマルイベント等のときと同様に、

参加呼びかけが行われた。 

 九州電力では、トークショーやコンサートなど、娯楽要素のあるプログラムと

ともに開催していたそれまでのプルサーマルイベント等とは異なり、娯楽要素の

ない九電討論会には一般参加者が集まらないことを懸念し、一般参加者が集まら

なければ、佐賀県から再度同様の公開討論会の実施を求められる可能性もあると

考え、積極的な参加呼びかけを行うことにした。 

 九州電力は、2004 年(平成 16 年)12 月 20 日から、九電討論会の一般参加者の

募集を開始したが、応募者の数は、2005 年(平成 17 年)1 月 5 日の時点で 35 名、

同月 12 日の時点で 83 名、同月 20 日の時点で 212 名にとどまり、募集締切であ

る同月 31 日の直前の同月 25 日午前の時点でも、募集人員の約半数の 300 人超の

人数しか集まっていなかった。そこで、九州電力社内において、2005 年(平成 17

年)1 月 25 日、募集人員 600 名の人数を集めるよう強力に参加呼びかけを進める

旨の指示が出されるなどした結果16、最終的な応募者数は 875 人に達した。 

 

(ｳ) 九州電力の参加呼びかけにより集まった一般参加者の数 

 

 九電討論会の当日の入場者数は、上記のとおり 574 名であり、九州電力の社内

資料によると、574 名のうち、九州電力社員、協力会社からの一般参加者は 165

名である。但し、このほかに、九州電力による参加呼びかけを受けた地元住民等

の一般参加者が相当程度存在すると推定される。一方で、これらの全員が九州電

力の参加呼びかけに応じる形で九電討論会に参加したとまでは言えず、自らの意

思で参加した者も相当程度存在するものと考えられる。 

 

エ 専門家・パネリストの選定状況 

 

 上記のとおり、九州電力は、2004 年(平成 16 年)12 月中旬頃、パネルディス

カッションを進行するコーディネーターを木元氏に依頼し、以後、パネルディス

カッションに参加する専門家及びパネリストの選定、パネルディスカッションの

進行について、木元氏と相談しながら準備を進めていった。 

 

                             
16 これに対して、九州電力の松尾新吾社長(当時)は、｢強力に参加呼びかけをする必要はなく、来たい

人に来てもらえればよい。｣と発言しており、強力な参加呼びかけが、どの程度実行されたかは明ら

かではない。 
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(ｱ) 専門家 4名の選定状況 

 

 九州電力は、パネルディスカッションに参加する専門家 4 名は、原子力推進派

と原子力慎重派から 2 名ずつとし、地元九州の専門家の中から、下記の 4 名を人

選した。 

九州大学大学院 教授 出光一哉氏 

九州大学大学院 教授 工藤和彦氏 

佐賀大学    教授 豊島耕一氏 

九州大学大学院 教授 吉岡 斉氏 

 九州電力は、上記 4 名及び木元氏の了承を得た上で人選をしたものと認められ

るところ、原子力推進派、原子力慎重派のバランスは取れていたものと考えら

れ、専門家の選定過程に特段の問題は見受けられない。 

 

(ｲ) パネリスト 6名の選定状況 

 

 九州電力は、パネルディスカッションに参加するパネリストを、6 名を募集人

数と設定して、佐賀県在住者を中心に九州在住者を応募資格として一般からの応

募者を募り、九州電力において選定する形を取った。 

 九州電力の社内資料によれば、パネリストの構成は、当初は、原子力推進派か

ら 3 名、原子力慎重派から 3 名とされていたが、その後、原子力推進派から 2

名、原子力慎重派から 2 名、中立 2 名とされた。また、パネリストの応募者は

20 名であり、その内訳は、 

原子力推進派 3 名

原子力慎重派 14 名

中立 3 名

であった。 

 九州電力は、木元氏とも相談の上、 

岩下孝嗣氏 

坂本洋氏 

寺田信子氏 

冨田隆明氏 

三浦正之氏 

三根慶三氏 

の 6 名をパネリストとして選定した。選定された原子力推進派 2 名及び中立 2名

は、いずれも九州電力がパネリストへの応募を案内し又は依頼した者と認められ

る。 
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(ｳ) パネリスト選定についての評価 

 

 九州電力は、このようなパネリスト選定を行った理由について、原子力慎重派

以外からのパネリスト応募者がほとんどおらず、原子力慎重派との間で、活発な

議論を行うことのできるパネリストを集めた上で、パネルディスカッションを進

行する木元氏が、原子力推進派、原子力慎重派及び中立の議論をうまく引き出

し、プルサーマル計画に関する様々な意見を会場に来場した一般参加者に示そう

としたものであり、地元住民の理解を促進させるという九電討論会の目的を達成

させるために必要であった旨説明する。 

 原子力推進派及び中立から選定されたパネリストは、九州電力からパネリスト

に応募するよう依頼された事実があったとしても、いずれも、最終的には自らの

意思でパネリストに応募し、自らの意見を述べているものと考えられるので、九

州電力が、パネリストの応募に関与したことが、直ちに行き過ぎた行為であった

と評価することは必ずしも適切ではない。 

 しかしながら、九州電力が行ったパネリスト選定は、原子力推進派 2 名に中立

2 名を加えることで、応募者の多かった原子力慎重派からのパネリスト選定を少

なくした17という点において、公正さを欠いていたという評価は免れないものと

考える。 

 すなわち、九州電力は、原子力推進派からの応募者がほとんどいなかったた

め、原子力推進派又は中立の立場からのパネリスト応募者を集めたという事実が

認められるが、原子力慎重派からのパネリスト応募者が 14 名いたこと、当初は

原子力推進派と原子力慎重派から各 3 名のパネリストを選出する予定であったの

に、九州電力が集めた中立 2 名を入れて、原子力推進派 2 名、原子力慎重派 2名

のパネリストを選出したこと、九州電力の社内資料では、中立のうちの 1 名は、

当初は原子力推進派と整理されていた上、中立 2 名は、実質的には原子力推進派

であるとの記載もあることなどの事情に照らせば、結局は、九州電力が、原子力

慎重派からのパネリストの選出を意図的に少なくしたということになると言わざ

るを得ない。また、このようなパネリストの選出過程は、会場に来た一般参加者

には明らかになっていないことでもある。 

 

                             
17  パネリストに選定された 6 名は、いずれも唐津市又は玄海町の在住者であり、原子力慎重派のうち

7 名が唐津市又は玄海町の在住者でなかったという事実があるが、このことを考慮しても、原子力

慎重派からのパネリスト選定を少なくしたという評価は免れない。 
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オ 会場からの質問の状況 

 

(ｱ) 書面による質問 

 

 九電討論会においては、一般参加者として応募するときに受け付ける事前質問

と、当日会場において記載した質問票を質問箱に投函する形での質問を受け付け

た。 

 事前質問は 136 件、当日の質問票による質問は 64 件であり、九電討論会で

は、事前質問は第一部におけるプルサーマル計画の概要説明において、当日の質

問票による質問は、第二部におけるパネルディスカッションにおいて、それぞれ

取り上げることで、可能な限り回答しようと試みており、特に問題は見受けられ

ない。 

 

(ｲ) 会場からの挙手による質問 

 

 九電討論会においては、第二部のパネルディスカッションにおいて、会場から

の質問を 3 件受け付けた。その内訳は、原子力慎重派からの質問 1 件、原子力推

進派からの質問 1件、中立的な質問 1件であったと認められる18。 

 九州電力では、通常、社員に対して参加呼びかけを行う際、積極的に質問をす

るようにと呼びかけており、九電討論会においても、社員に対しこのような質問

の呼びかけを行っているものと思われる。しかしながら、このような質問の呼び

かけは、特定の社員に特定の質問を割り当て、実際に手を挙げさせて質問をさせ

るいわゆる｢仕込み質問｣とは異なる。 

 九電討論会においては、このような意味での仕込み質問がなされたという事実

は認められない。 

 

カ 九電討論会における国及び佐賀県の関わり 

 

(ｱ) 国について 

 

 九電討論会においては、経済産業省大臣官房参事官の野口氏が登壇し、第一部

のプルサーマル計画の説明及び第二部のパネルディスカッションに参加した。 

 野口氏が所属する資源エネルギー庁は、国の施策としてプルサーマル計画を推

進する立場であったところ、九電討論会の運営に関しては、主催者である九州電

                             
18  但し、中立的な質問をした者も、実質的には、原子力慎重派の者であると思われる。 
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力の判断に委ねていたものと思われ、特に指摘すべき関与は見受けられない。 

 

(ｲ) 佐賀県について 

 

 佐賀県は、もともと九州電力に対して、九電討論会の開催を強く求めていたこ

ともあり、九電討論会の内容や運営方針について、強い関心を示していたものと

認められる。 

 例えば、佐賀県は、原子力推進派と原子力慎重派が活発に議論する内容とすべ

きこと、そのためには、地元九州からではなく、全国規模の中から専門家を選定

すべきであること、佐賀県民全体の理解のために、パネリストの選定も、唐津市

及び玄海町に偏るべきではないこと、原子力委員会委員である木元氏は、コー

ディネーターとして中立性に疑問があることなど、九州電力が計画していた九電

討論会の運営方針に対して疑問を持ち、その旨九州電力に伝えていた事実が認め

られる。 

 しかしながら九州電力は、上記のような運営方針を、主としてコーディネー

ターである木元氏と調整した上で、九電討論会を実行した。 

 一方、古川知事は、九電討論会終了直後の段階では、九電討論会に対して、比

較的好意的な評価を示しており、さらなる住民参加型の公開討論会等の開催の要

否についても慎重な発言をしており、九電討論会後の佐賀県民を中心とする世論

の動向を見極めようとしていた様子が伺える。 

 

(4) プルサーマルシンポジウム 

 

ア プルサーマルシンポジウムが開催されるに至る経緯 

 

 その後、佐賀県及び古川知事は、九電討論会後の世論の動向を踏まえた上で、

まだ佐賀県民のプルサーマル計画に対する理解が十分でないという態度を示した

ので、九州電力は、佐賀県及び玄海町の事前了解に向けて、佐賀県民に対する理

解推進活動を続けていた。 

 このような中で、佐賀県は、プルサーマル計画は国が推進する施策であること

を理由に、国が主催する公開討論会が必要であるという考えを示し、古川知事

も、2005 年(平成 17 年)3 月の佐賀県議会や同年 7 月の定例会見において、国主

催による公開討論会の開催が必要であるという考えを示していた。国に対する公

開討論会開催の要請は、九州電力からも伝えられていたほか、佐賀県や古川知事

からもなされていた。 

 このような中で、2005 年(平成 17 年)7 月中旬頃、国は、公開討論会を開催す
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ることを決めた19。これが、2005 年(平成 17 年)10 月 2 日に開催されたプルサー

マルシンポジウムである。 

 プルサーマルシンポジウムは、経済産業大臣による原子炉設置変更許可後に、

資源エネルギー庁及び原子力安全・保安院の主催により開催されることとなった

が、資源エネルギー庁は、プルサーマル計画を推進する立場であるのに対して、

原子力安全・保安院は、プルサーマル計画の安全性を審査する立場であることか

ら、プルサーマルシンポジウムを第一部と第二部に分け、第一部は、資源エネル

ギー庁を主催者とし、プルサーマル計画の必要性をテーマにし、第二部は、原子

力安全・保安院を主催者とし、プルサーマル計画の安全性をテーマにすることと

なった。 

 

イ 経済産業大臣による原子炉設置変更許可 

 

 上記のとおり、九州電力は、2004 年(平成 16 年)5 月 28 日、玄海原子力発電所

3 号機におけるプルサーマル計画に関して、国に対し原子炉設置変更許可を申請

していたところ、2005 年(平成 17 年)2 月 10 日経済産業大臣の原子力安全委員会

及び原子力委員会に対する諮問、同年 8 月 29 日原子力安全委員会の答申、同月

30 日原子力委員会の答申、同年 9 月 2 日文部科学大臣の同意を経て、経済産業

大臣は、同年 9 月 7 日、九州電力に対して、原子炉等規制法に基づいて、玄海原

子力発電所の原子炉設置変更(3 号原子炉施設の変更)を許可した。このことは、

国が、玄海原子力発電所 3 号機におけるプルサーマル計画の実施を許可したこと

を意味する。 

 

ウ プルサーマルシンポジウムの開催状況 

 

 プルサーマルシンポジウムは、2005 年(平成 17 年)10 月 2 日に玄海町町民会館

において開催された。 

 プルサーマルシンポジウムは、一般参加者を、佐賀県及び長崎県鷹島町に在住

する者に限定し、600 名程度を募集人数と設定し、住所、氏名、電話番号、職

業、年齢等を記入の上、郵送、ファックス、インターネット等を通じて応募さ

せ、応募者が多数の場合には、玄海町及び唐津市に在住する者に優先して参加証

                             
19  国が、プルサーマルシンポジウムを開催したのは、これが最初であった。九州電力によれば、国

は、国が主催者となるプルサーマルシンポジウムを開催すると、他の電力会社のプルサーマル計画

においても、同様のプルサーマルシンポジウムを開催しなければならなくなることから、当初は、

プルサーマルシンポジウムの開催に消極的であった。国を主催者とするプルサーマルシンポジウム

は、その後、愛媛県伊方町(2006 年(平成 18 年)6 月 4 日)、静岡県御前崎市(2007 年(平成 19 年)8 月

26 日)、北海道泊村(2008 年(平成 20年)8 月 31 日)においても開催されている。 
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を郵送し、当日はこの参加証を持参した者だけが会場に入場できることとされて

いた。最終的な一般参加者の応募者は 743 名であり20、当日、実際に入場した一

般参加者は 626 名であった。 

 

 プルサーマルシンポジウム第一部は、午後 1 時に開始され、プルサーマルの必

要性について、経済産業省大臣官房参事官の野口氏による説明があった後、科学

ジャーナリストの中村浩美氏(以下｢中村氏｣という。)をコーディネーターとし、

6 名のパネリストによるパネルディスカッションが行われた。第一部の最後に、

会場からの質問が受け付けられ、3 名が質問をし、その質問に対してパネリス

ト、野口氏、九州電力原子力本部長の樋口勝彦氏(以下｢樋口氏｣という。)が回答

をし、午後 3時頃に終了した。 

 プルサーマルシンポジウム第二部は、午後 3 時 15 分頃に開始され、プルサー

マルの安全性について、経済産業省原子力安全・保安院原子力発電安全審査課長

佐藤均氏(以下｢佐藤氏｣という。)による説明があった後、東京工業大学原子炉工

学研究所教授鳥井弘之氏(以下｢鳥井氏｣という。)をコーディネーターとし、佐藤

氏を含めた 4 名の専門家によるトークセッションが行われた。第二部の最後に、

会場からの質問が受け付けられ、7 名が質問をし、その質問に対して佐藤氏を含

めた専門家が回答をし、午後 5時 45 分頃に終了した。 

 

エ プルサーマルシンポジウムへの参加呼びかけ 

 

 九州電力は、プルサーマルシンポジウムにおいても、それまでのプルサーマル

イベント等の際と同様に、参加呼びかけを行っていた事実が認められる。 

 上記のとおり、プルサーマルシンポジウムの最終的な一般参加者の応募者は

743 名、当日の入場者数は 626 名であるが、プルサーマルシンポジウムは、国の

主催であるため、九州電力において、当日の入場者数の内訳を把握するに至って

いない。九州電力において確認できる限りで、応募者 743 名のうち、九州電力社

員、協力会社からの応募者は 118 名である。また、当時の九州電力の社内資料に

は、当日の｢当社参加者｣が 96 名であったとする記載が存在するので、118 名中

96 名が当日の入場者であったものと思われる。但し、このほかに、九州電力に

よる参加呼びかけを受けた地元住民等の応募者が相当程度存在すると推定され

る。一方で、これらの全員が九州電力の参加呼びかけに応じる形でプルサーマル

シンポジウムに応募ないしは参加したとまでは言えず、自らの意思で応募ないし

は参加した者も相当程度存在するものと考えられる。 

                             
20  応募者全員に参加証が郵送された。 
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オ コーディネーター・パネリスト・専門家等の選定 

 

(ｱ) 第一部におけるコーディネーター・パネリストの選定 

 

 プルサーマルシンポジウム第一部におけるコーディネーターは中村氏であり、

パネリストは、 

筑波大学大学院 教授 内山洋司氏 

東京大学大学院 教授 大橋弘忠氏 

元京都大学   講師 小林圭二氏 

原子力資料情報室代表 伴 英幸氏 

京都大学    教授 山名 元氏 

九州大学大学院 教授 吉岡 斉氏 

の 6 名である。コーディネーター及びパネリストの人選は、いずれも資源エネル

ギー庁において行われている。パネリストの 6 名は、原子力推進派が 3 名、原子

力慎重派が 3 名であるが、原子力推進派と原子力慎重派のバランスは取れていた

ものと考えられる。 

 なお、九州電力は、資源エネルギー庁からの依頼により、QA の作成、原子力

慎重派である 3 名のパネリストの過去の主張を整理した資料などの提供を行って

いる。 

 

(ｲ) 第二部における専門家の選定 

 

 プルサーマルシンポジウム第二部におけるコーディネーターは鳥井氏であり、

トークセッションに出席した佐藤氏以外の専門家は、 

放射線医学総合研究所名誉研究員  阿部道子氏 

大阪大学大学院 教授    竹田敏一氏 

九州大学  名誉教授    古屋廣高氏 

の 3 名である。コーディネーター及び専門家の人選は、いずれも原子力安全・保

安院において行われている。このトークセッションは、原子力推進派と原子力慎

重派が議論を戦わせるというものではなく、進行役のコーディネーターが、佐藤

氏及び専門家に対して、プルサーマルに関する疑問点や問題点を指摘しながら議

論をし、地元住民の理解を深めようとしたものとされている。 

 九州電力は、原子力安全・保安院からの依頼により、第二部のシナリオ案の作

成、QA の作成、専門家の発言内容(キーワード)及び専門家に対する質問ポイン

トの提案などを行っている。 
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(ｳ) 九州電力による作業についての評価 

 

 九州電力は、プルサーマルシンポジウムの主催者である資源エネルギー庁及び

原子力安全・保安院の依頼を受けて、上記のような作業を行い、資源エネルギー

庁及び原子力安全・保安院に提供しているが、九州電力の立場としては、プル

サーマルシンポジウムの実施に向けて、主催者の要請に応じて協力することは自

然なことであったと思われる。 

 2011 年(平成 23 年)8 月 5 日、経済産業省は、｢原子力発電に係るシンポジウム

等についての第三者調査委員会(委員長大泉隆史氏)｣(以下｢大泉委員会｣とい

う。)を設置し、プルサーマルシンポジウムを含め、国が主催した原子力発電に

係るシンポジウム等における国の関与について調査を実施しているところでもあ

り、九州電力の作業に関する評価については、それを要請した資源エネルギー庁

及び原子力安全・保安院の対応を含め、大泉委員会において適切になされるもの

と考えている。 

 

カ 会場からの質問の状況 

 

(ｱ) 第一部における質問 

 

 プルサーマルシンポジウム第一部においては、会場から 3 名が質問をし、その

質問に対してパネリスト、野口氏及び樋口氏が回答をした。質問者の内訳は、原

子力慎重派からの質問 2 件、原子力推進派からの質問 1 件であったと認められ、

原子力推進派からの質問者は、玄海原子力発電所内で仕事をしていた九州電力の

協力会社の社員であったと認められる。 

 九州電力は、通常、社員等に対して参加呼びかけを行う際、積極的に質問をす

るように呼びかけていることは上記のとおりであるところ、この者は、九州電力

から参加呼びかけを受けた事実については、明確な記憶はないとしているもの

の、当日会場で質問をしたことについては、自らの意思で行ったものであり、九

州電力からの質問の呼びかけはなかったと明言している。 

 したがって、プルサーマルシンポジウム第一部において、九州電力が仕込み質

問をしていたという事実は認められない。 

 

(ｲ) 第二部における質問 

 

 プルサーマルシンポジウム第二部においては、会場から 7 名が質問をし、そ
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の質問に対して佐藤氏を含めた専門家が回答をした。質問者の内訳は、その質

問内容から、5 名は明らかに原子力慎重派で、残り 2 名も中立的な質問をして

おり21、明らかな原子力推進派からの質問は見受けられない。 

 以上の状況及びこれまでの調査の結果からすれば、プルサーマルシンポジウム

第二部において、九州電力が仕込み質問をしていたという事実は認められない。 

 

キ プルサーマルシンポジウムにおける国からの九州電力に対する指示等 

 

 資源エネルギー庁については、上記オに記載した事実以上の指示等は特段見受

けられない。一方、原子力安全・保安院については、上記オに記載した事実のほ

かに、下記の事実が認められる。 

 

 まず、2005 年(平成 17 年)8 月 18 日、九州電力東京支社の社員は、プルサーマ

ルシンポジウムに関する原子力安全・保安院原子力安全広報課との打合せにおい

て、原子力安全・保安院の担当官から、プルサーマルシンポジウムへの一般参加

者が多くなるよう人を集めること、当日会場において質問が出るようにしておく

よう依頼された。九州電力東京支社の社員は、このような依頼について、社内文

書に、 

九電関係者の動員、さくら質問等、取り注でお願いする。 

と記載して社内に報告した。また、原子力安全・保安院は、九州電力に対し、原

子力慎重派が、当日会場のどの位置に着席しているかを把握し、報告するよう依

頼していた。 

 

 九州電力が、プルサーマルシンポジウムに関して上記エのように参加呼びかけ

を行っていた事実は認められるが、このような参加呼びかけは、特段、原子力安

全・保安院からの依頼を受けたことを理由に実施されたものではなく、それまで

のプルサーマルイベント等において行っていたのと同様に、地元住民に対する理

解推進活動の一環としてなされたものであったと思われる。 

 また九州電力が、原子力安全・保安院からの指示に応じて仕込み質問をしてい

たという事実が認められないことは、上記カのとおりである。 

 さらに九州電力は、原子力慎重派が当日会場のどの位置に着席しているかを把

握することは困難であることを説明し、その旨原子力安全・保安院に伝えてい

る。 

 

                             
21  但し、そのうちの 1名も、実質的には、原子力慎重派の者であると思われる。 
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 以上のように九州電力は、原子力安全・保安院からの依頼について、そのすべ

てに盲目的に応じていたわけではない。原子力安全・保安院が、九州電力に対し

て、九州電力社員の動員、仕込み質問、原子力慎重派の位置取りの把握などを依

頼していた理由は定かではないが、少なくとも、原子力安全・保安院は、資源エ

ネルギー庁に比べて、プルサーマルシンポジウムにおける原子力慎重派による行

動に神経を尖らせていた事情が窺える。一方で、上記のような依頼は、さほど厳

格なものではなかったものとも認められる。 

 これに対して九州電力は、原子力慎重派の行動をある程度予測し、原子力安

全・保安院からの依頼に対しては、それに対処する現実性や必要性を勘案して、

応諾の可否を自ら判断していたものと認められる。 

 なお、原子力安全・保安院が仕込み質問を依頼したプルサーマルシンポジウム

第二部においては、九州電力が仕込み質問をしなかった一方で、質問者が原子力

慎重派に偏る結果になってしまったという事実も認められる。 

 

(5) 佐賀県討論会 

 

ア 佐賀県討論会が開催されるに至る経緯 

 

 プルサーマル計画に対する事前了解の条件として、佐賀県民の十分な理解が必

要である旨の慎重な姿勢を示していた佐賀県及び古川知事は、九電討論会及びプ

ルサーマルシンポジウムのほかに、佐賀県が主催する公開討論会の開催が必要で

あるという方針を採っていた。九州電力の社内資料によると、2005 年(平成 17

年)9 月中旬頃には、国が主催するプルサーマルシンポジウムが終了した後に、

主として、プルサーマル計画の安全性をテーマに、佐賀県主催の公開討論会を開

催することが決まっていたものと認められる。これが、2005 年(平成 17 年)12 月

25 日に開催された佐賀県討論会である。 

 2005 年(平成 17 年)10 月 2 日に開催されたプルサーマルシンポジウムを傍聴し

た古川知事は、プルサーマルシンポジウムの終了後、｢プルサーマル計画の必要

性については一定の理解が得られたが、プルサーマル計画の安全性については、

十分説明を果たしたとは言えない。住民とのやり取りが少なく、理解が深まった

印象はない。｣などと発言し、特にプルサーマル計画の安全性については、厳し

い評価をしていた。 

 このような経緯を経て佐賀県は、佐賀県討論会を、プルサーマル計画の安全性

にテーマを絞り、原子力推進派と原子力慎重派がお互いの意見を出して｢討論｣し

合うパネルディスカッションと、会場の一般参加者からの質疑応答の時間を十分

に設ける形のものとした。 
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 九州電力は、佐賀県及び古川知事の強い要請により開催した九電討論会、プル

サーマルシンポジウムを経ても、佐賀県がプルサーマル計画に対する事前了解を

行わなかったものの、今度は、佐賀県討論会を実施することによって、プルサー

マル計画の安全性についての理解を深めさせ、その結果を見て事前了解の判断を

する予定であるものと認識し、佐賀県討論会を成功させるために、佐賀県に対す

る全面的な協力体制を取ることとし、2005 年(平成 17 年)7 月に就任した原子力

管理部長が、陣頭指揮を取ることとした。 

 

イ 佐賀県討論会の開催状況 

 

 佐賀県討論会は、2005 年(平成 17 年)12 月 25 日に、唐津ロイヤルホテルにお

いて開催された。 

 佐賀県討論会は、一般参加者を、佐賀県及び長崎県鷹島町に在住する者に限定

し、600 名を募集人員と設定し、住所、氏名、電話番号を記入の上、郵送、

ファックス、インターネット等を通じて応募させ、応募者が多数の場合には、玄

海町及び唐津市に在住する者に優先して参加証を郵送し、当日は、参加証を持参

した者だけが会場に入場できることとされていた。最終的な一般参加者の応募者

は約 1000 名であり22、当日、実際に入場した一般参加者は、717 名であった。 

 

 佐賀県討論会は、午後 1 時に開始され、プルサーマル計画の安全性をテーマ

に、中村氏がコーディネーターを務め、原子力推進派パネリスト 3 名、原子力慎

重派パネリスト 3 名により意見・説明がなされた後、6 名のパネリストによるパ

ネルディスカッションが行われた。午後 3 時 15 分頃から 15 分の休憩を挟み、午

後 3 時 30 分頃からは、一般参加者からの質問にパネリスト 6 名と、オブザー

バー6 名が回答する質疑応答のセッションが設けられ、会場から当てられた一般

参加者 18 名が質問をし、午後 5 時 30 分頃に終了した。なお、6 名のオブザー

バーは、主として専門的な見地からの説明を行うために登壇していた。 

 

                             
22  玄海町及び唐津市在住の者には全員に参加証が郵送され、その他の応募者は抽選により参加証が郵

送されたものと思われる。 
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ウ 佐賀県討論会への参加呼びかけ 

 

(ｱ) 佐賀県討論会における参加呼びかけの経緯 

 

 九州電力は、佐賀県討論会においても、九州電力社員、協力会社、地元関係団

体等に対する参加呼びかけを行った。九州電力における佐賀県討論会に対する意

気込みは強く、九電討論会及びプルサーマルシンポジウムに比べて、徹底した態

様での参加呼びかけがなされたものと認められる。また、九州電力は、佐賀県討

論会の開催日が三連休の最終日の日曜日で、クリスマスの日に当たっていたこと

もあり、当日の入場者が少なくなることを強く懸念し、九電討論会やプルサーマ

ルシンポジウム以上に、強く勧誘する形で参加呼びかけを行っていたようであ

る。 

 九州電力の社内資料によると、2005 年(平成 17 年)12 月 15 日の時点で、佐賀

支店において把握した社員等の応募者数は約 300 名、玄海原子力発電所において

把握した社員等の応募者数は 355 名(社員 125 名、協力会社 230 名)、合計約 655

名の｢九州電力関係者｣からの応募者を確保したものとされている。すなわち、原

子力管理部からの指示を受けて、佐賀支店及び玄海原子力発電所では、九州電力

社員及び協力会社に対し、積極的な参加呼びかけを行い、そのほかに、地元関係

団体等を通じて、地元住民に対しても、積極的な参加呼びかけがされたものと認

められる。 

 

(ｲ) 佐賀県討論会における一般参加者の数 

 

 その結果、上記のとおり、佐賀県討論会の最終的な一般参加者の応募者は約

1000 名、当日の入場者数は 717 名であった。したがって、一般参加者の応募者

約 1000 名のうち、約 655 名が、｢九州電力関係者｣からの応募者であったことに

なる。またこのほかに、九州電力による参加呼びかけを受けた地元住民等の応募

者が相当程度存在すると推定される。一方で、当日の入場者 717 名中、何名が

｢九州電力関係者｣からの入場者であるかが明らかになる資料は見当たらない。 

 上記の理由から、九州電力による参加呼びかけを受けた者のすべてが、参加呼

びかけに応じる形で佐賀県討論会の一般参加者に応募し、当日も出席したとまで

は言えず、自らの意思で参加した者も相当程度存在するものと考えられるが、九

電討論会及びプルサーマルシンポジウムに比べて、九州電力関係者の応募者数が

格段に多く、応募者数全体に占める割合も多かったと言える。 
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エ コーディネーター・パネリスト・オブザーバーの選定状況 

 

(ｱ) コーディネーター・パネリスト・オブザーバーの選定状況等 

 

 佐賀県は、佐賀県討論会におけるコーディネーターに中村氏を選定したほか、

パネリストに、 

九州大学大学院教授 出光一哉氏23 

東京大学大学院教授 大橋弘忠氏24 

京都大学原子炉実験所助手 小出裕章氏 

美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会代表 小山英之氏 

拓殖大学海外事情研究所長 森本敏氏 

神戸大学海事科学部助教授 山内知也氏 

の 6名を、オブザーバーに、 

資源エネルギー庁 大臣官房参事官 野口哲男氏 

原子力安全・保安院 原子力発電安全審査課長 佐藤均氏 

原子力安全・保安院 原子力安全広報課長 伊藤敏氏 

原子力安全委員会事務局 審査指針課安全調査管理官 吉田九二三氏 

原子力安全委員会 原子炉安全専門審査会委員 更田豊志氏 

九州電力 取締役 原子力本部長 樋口勝彦氏 

の 6名を選定した。 

 パネリストの 6 名のうち、3 名は原子力推進派であり、3 名は原子力慎重派で

あるが、原子力推進派と原子力慎重派のバランスは取れていたものと考えられ

る。 

 

(ｲ) 九州電力による作業とその評価 

 

 佐賀県は、コーディネーター、パネリスト及びオブザーバーを選定するに当た

り、原子力安全・保安院から候補者の提案を受けていたようであり、九州電力

は、佐賀県から要請されて、これらの候補者に関する資料を整理して提供してい

たほか、コーディネーターに対する説明資料、原子力推進派パネリストの発言骨

子、シナリオ案、進行台本等を作成し、佐賀県に提供していた事実が認められ

る。 

 

                             
23  九電討論会でも専門家として参加している。 

24  プルサーマルシンポジウムでもパネリストとして参加している。 
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 九州電力は、佐賀県討論会の主催者である佐賀県の依頼を受けて、上記のよう

な作業を行い、佐賀県に提供しているが、原子力発電所の設置事業者である九州

電力の立場としては、プルサーマル計画に係る最後の公開討論会となる佐賀県討

論会を成功させるため、主催者の要請に応じて必要な協力をすることは、自然な

ことであったと思われる。 

 このような佐賀県の要請が適切なものであったか否かは、九州電力に対して協

力を要請した佐賀県側においても、適切に事案解明、評価がなされるべきもので

あると考えている。 

 

オ 会場からの質問の状況 

 

(ｱ) 質疑応答セッションの進め方等 

 

 佐賀県討論会は、パネルディスカッションに続く後半は、会場の一般参加者か

ら約 2時間にわたって質問を受け付ける質疑応答セッションとされていた。 

 佐賀県は、質疑応答セッションにおいては、プルサーマル計画に賛成する立場

の一般参加者からの質問と、反対する立場の一般参加者からの質問のいずれにも

偏らず、双方の立場からの質問者を公平に当てていきたいという意向を持ってい

た。 

 佐賀県は、会場を A～G のブロックに縦に区切り、各ブロックを真ん中で分

け、AB ブロックの前方、AB ブロックの後方、CDE ブロックの前方、CDE ブロック

の後方、FG ブロックの前方、FG ブロックの後方というように、会場を 6 つのブ

ロックに分けた上で、コーディネーターが、ブロックごとに質問者を順番に当て

ていく方式を採用することとした。 

 

(ｲ) 九州電力が｢仕込み質問｣を用意した背景事情 

 

 九州電力は、上記のように、佐賀県から、プルサーマル計画に賛成の立場と反

対の立場の双方からの質問者を当てていきたいという意向を持っていることを伝

えられたものの、このような公開討論会において、会場から積極的に手を挙げて

発言するのは原子力慎重派ばかりであると認識していた25。 

 したがって、九州電力は、仕込み質問を用意しなければ、佐賀県が希望するよ

うに、プルサーマル計画に賛成の立場と反対の立場の双方から質問が出ることは

                             
25  実際に、仕込み質問を用意しなかった九電討論会、プルサーマルシンポジウムにおいて、原子力慎

重派からの質問が圧倒的に多い結果となっている。 
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なく、反対の立場からの質問者ばかりになると考えた。そして、九州電力は、反

対の立場を取る原子力慎重派が、強い口調で質問を繰り広げる中で、勇気を持っ

て賛成の立場から質問できるのは、九州電力社員しかいないと考え、当日会場に

おいて手を挙げて質問をする｢質問者｣を社員の中から一定数確保した上で、九州

電力において質問を準備して各質問者に割り当て、プルサーマルシンポジウムに

賛成ないしは中立的な立場から質問がなされるように準備することとした(以

下、このような質問者を｢仕込み質問者｣という。)。また九州電力は、これらの

仕込み質問者を 6 つのブロックすべてに配置することにより、コーディネーター

が、いつでも仕込み質問者を当てることができるようにした。 

 

(ｳ) 仕込み質問者確保の状況 

 

 九州電力における仕込み質問の準備は、原子力管理部が主導して行った。ま

ず、質問者については、佐賀県討論会への参加資格を有する社員が多くいる佐賀

支店及び玄海原子力発電所において集めるよう指示が出された。質疑応答セッ

ションにおいて当てられる質問者は、時間的に 12～13 名であるとの想定のも

と、佐賀支店においては 20 名程度、玄海原子力発電所においては社員から 6

名、協力会社から 15 名の合計 21 名を仕込み質問者として確保するよう指示が出

された。 

 このような指示を受けて、佐賀支店においては、社員及び OB に依頼し、約 18

名の仕込み質問者を確保した。玄海原子力発電所においては、宿直勤務者や組合

員を避け、課長以上の管理職を中心に数名の仕込み質問者を確保し、そのほかに

協力会社にも仕込み質問者の確保を依頼したようであるが、佐賀支店ほどには仕

込み質問者の確保が徹底されていなかった可能性がある。 

 

(ｴ) 仕込み質問者の配置の状況 

 

 上記(ｱ)のとおり、佐賀県討論会では、会場を 6 つのブロックに分けて、ブ

ロックごとに質問者を当てていくことになっていたため、九州電力は、6 つのブ

ロックすべてに仕込み質問者を配置することにして 6 つの班を編成し、各班に仕

込み質問者数名のほか、リーダー、仕込み質問者を支援する九電関係者等による

20 名程度の人員を配置し、仕込み質問者を含めた 20 名程度の班員が、各ブロッ

ク内に固まって座ることとした。九州電力では、唐津ロイヤルホテルの会場見取

図を 6 つのブロックに線引きし、各ブロックに 1 班～6 班の座席位置を示した見

取図が作成された(添付資料 1)。九州電力の社内資料によると、1 班、4 班、6 班

には佐賀支店が確保した仕込み質問者が配置され、2 班、3 班、5 班には玄海原
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子力発電所が確保した仕込み質問者が配置されていた。 

 

(ｵ) 質問事項の割り当ての状況 

 

 仕込み質問者に割り当てる質問事項は、原子力管理部において 26 問が準備さ

れた。その上で、各班に 2 問の質問事項が割り当てられ、同じ班から複数の仕込

み質問者が当たっても、異なる質問をすることができるように準備をした。 

 佐賀支店の担当者は、社員や OB の中から仕込み質問者を選定依頼した上で、

仕込み質問者に予め質問事項を渡し、説明会を実施するなどの準備をした(添付

資料 2)。 

 玄海原子力発電所の担当者は、課長以上の管理職に、仕込み質問者となるよう

個別に依頼し、質問事項を渡していた。 

 

(ｶ) 当日の状況 

 

 上記のとおり、佐賀県討論会においては、ブロックごとに質問を希望する一般

参加者に手を挙げさせ、コーディネーターが指名した者が、マイクを渡され、そ

の場で立って質問をした。当てられた質問者は、合計 18 名であった。このう

ち、九州電力の仕込み質問者は合計 7 名であり、5 名は佐賀支店が用意した仕込

み質問者、2 名は玄海原子力発電所が用意した仕込み質問者であった26。なお、

九州電力 OB の 1 名が質問者として当てられているが、この質問者は、九州電力

による仕込み質問者ではない。残りの 10 名のほとんどは、プルサーマル計画に

反対する立場からの質問者であった。 

 

(ｷ) 仕込み質問に関する佐賀県の認識 

 

 九州電力の担当者は、このような仕込み質問は、もっぱら九州電力のイニシア

チブにおいて行われたものであり、佐賀県からの指示があって行ったものではな

いと説明している。敢えて言えば、佐賀県の意向を忖度して、九州電力において

実行したものと評価できるが、一方で、九州電力の担当者は、仕込み質問をする

ことについて、佐賀県の担当者には事前に説明していたとも述べている。 

 仕込み質問に関して、佐賀県の担当者に事前に説明していたという九州電力の

担当者の説明は、以下のような証拠関係からも裏付けられる。 

                             
26  仕込み質問者 7 名は、18 名の質問者のうち、1 番目、2 番目、3 番目、5 番目、10 番目、17 番目、

18番目の質問者である。 
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・ 九州電力は、佐賀県討論会の主催者である佐賀県との間で、佐賀県討

論会に関する打合せを何度か行っていた。 

・ 九州電力は、佐賀県討論会のシナリオ案を作成して佐賀県に提供して

いたことが認められるが、その中には、質問が慎重・推進に偏らない

ようするための工夫や、最後の質問は｢推進の質問｣で終わるようにす

るなどの記載が見られる(添付資料 3)。 

・ 佐賀県討論会では、上記(ｱ)のとおり、会場を 6 つのブロックに分けた

上で、ブロックごとに質問者を順番に当てていく方式を採用していた

が、これは、最終的には、主催者である佐賀県が決めたことである。 

・ このように 6 つのブロックに分けた理由は、仕込み質問者を各ブロッ

クに配置することで、コーディネーターが仕込み質問者を当てやすく

したためと思われる。 

・ 九州電力が、佐賀県との打合せ内容をまとめた議事録には、質問者の

席の配置が決まってから、質問者の席を確認する方法を検討する旨の

記載がある。 

・ 九州電力の社内資料には、仕込み質問者の着席位置を事前にコーディ

ネーターに伝えておく旨の記載がある。 

・ 実際に、18 名の質問者のうち、1、2、3 番目に当てられた質問者 3 名

は 1 班の位置に配置された仕込み質問者であり、最後の 17、18 番目に

当てられた質問者 2 名は、6 班の位置に配置された仕込み質問者であっ

た。 

・ 佐賀県討論会の翌日に、九州電力の担当者が、佐賀県の担当者に御礼

の挨拶に行った際のやり取りを九州電力がまとめた議事録には、佐賀

県の担当者の発言として、｢会場からの質問も、推進、慎重のバランス

はとれていて、九電の協力には感謝している。｣という記載がある。 

 以上のような事前の段取りと当日の実行は、主催者である佐賀県の関与なし

に、九州電力が独断独自に実行することはおよそ不可能であり、少なくとも、佐

賀県は、九州電力が行った仕込み質問を認識し、それを容認していたことは疑い

ようもない。 

 

(ｸ) 仕込み質問に関する評価 

 

 九州電力が、佐賀県討論会において行った仕込み質問は、不適切なものであっ

たという評価を免れない。九州電力は、プルサーマル計画に賛成の立場と反対の

立場の双方からの質問者を当てたいという佐賀県の意向をいわば忖度して、それ

を可能にするためには、九州電力社員らを使った仕込み質問をするしかなかった
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と説明する。 

 佐賀県討論会の状況を映像記録で見る限り、佐賀県討論会における仕込み質問

によって、原子力慎重派の議論が妨害されたり封殺されたという事情は見受けら

れない。むしろ、質問者 18 名中 10 名は、原子力慎重派からの質問者であり、結

果的に見れば、賛成と反対の双方からの質問が、公平に出ているようにも見え

る。 

 しかしながら、九州電力が行った仕込み質問の結果として、賛成の立場からの

質問者は、8 名中 7 名が仕込み質問者であり、自発的な意思で賛成の立場から質

問しようとした者の存在の有無自体が不明確となり、その議論すらも封殺されて

しまった可能性がある。 

 自発的に質問をした九州電力の OB は、反対の立場からの質問者の議論を聞い

て、自ら発言を決意した旨述べており、他の賛成の立場を有する一般参加者で

あっても、当日の議論を聞きながら、自発的に発言することは十分に可能であっ

たと思われ、仮に少数であったとしても、そのような自由闊達な議論こそが、佐

賀県討論会において求められていたものであったと考えられる。 

 また、このような仕込み質問が存在したことを知らされていない多くの一般参

加者にとって、佐賀県討論会が公正で充実した内容のものであったと評価するこ

とは、到底不可能である。 

 

カ 古川知事との関係 

 

 佐賀県討論会における仕込み質問が、不適切なものであったと評価すべきこと

は上記のとおりである。しかしながら、九州電力が、佐賀県討論会において、こ

こまでの行為をしてしまった理由についての考察は重要である。 

 この点については、九州電力と佐賀県、特に古川知事との微妙な関係が影響し

ていると思われる。古川知事の実父は、長年九州電力の社員として、玄海原子力

発電所の建設、地元住民に対する理解推進活動等に携わり、玄海原子力発電所の

展示施設の館長も務めた人物である。古川知事は、2003 年(平成 15 年)に佐賀県

知事となった。 

 九州電力は、古川知事は、九州電力の良き理解者であり、九州電力の原子力事

業やプルサーマル計画に対して、肯定的で前向きな姿勢を有しているものと受け

止めていた。九州電力は、玄海原子力発電所 3 号機においてプルサーマル計画を

実施することを決め、2004 年(平成 16 年)5 月 28 日、佐賀県に対し事前了解願い

を提出したが、九州電力は、古川知事が、最終的には事前了解を行うであろうと

いう感触を得ていたからこそ、事前了解願いを提出したとのことである。 

 一方、九州電力は、古川知事が、実父が九州電力の OB であることも関係して
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か、九州電力とは距離を保ちながら対応しているという印象も受けていた。九州

電力においても、このような古川知事との微妙な関係を意識し、少なくとも外形

上は、近くなりすぎないように注意を払っていたものと思われる。このことが影

響して、逆に九州電力の立場からすれば、プルサーマル計画の事前了解を得るま

での期間やプロセスのハードルが高くなってしまった印象が否めない。 

 上記のとおり、佐賀県及び古川知事は、プルサーマル計画の事前了解の条件と

して、佐賀県民の十分な理解が必要であるという慎重な姿勢を示しており、また

玄海原子力発電所 3 号機におけるプルサーマル計画が実現すれば、日本で最初と

なる情勢の中で、九州電力は、佐賀県及び古川知事の意向を最大限尊重し、地元

住民に対する理解推進活動を 1 年半にもわたって続けることに繋がったという事

情が認められる。佐賀県討論会は、その総仕上げとも言うべきイベントであり、

九州電力が、佐賀県及び古川知事の意向を忖度しながら、佐賀県討論会を必ずや

成功させるために取った行動の一つが、仕込み質問であったと認められる。 

 

キ 佐賀県討論会に対する古川知事の評価 

 

 佐賀県討論会直後の 2005 年(平成 17 年)12 月 25 日午後 6 時から行われた記者

会見において、古川知事は、｢プルサーマルの安全性ということについて言え

ば、理解が深まったという印象を受けている｣｢安全性そのものについては、もと

もと議論のテーマというのがあって、論点は出尽くしたのではないかと思う。｣

などと発言し、プルサーマルシンポジウム第二部において十分に理解されなかっ

たプルサーマル計画の安全性について、佐賀県討論会により、議論及び理解が深

まったという認識を示した。また、質疑応答セッションについて、古川知事は、

｢全体を通してみれば、賛成の方、反対の方、いろんな御意見をそれぞれ聞く会

になったと思っています。｣と述べ、佐賀県討論会の質疑応答セッションについ

て、好意的な評価を示した。 

 

ク 佐賀県討論会における国の関与 

 

 佐賀県討論会は、主催者である佐賀県が主体的に運営して実施したものであ

り、資源エネルギー庁、原子力安全・保安院がオブザーバーとして参加したこ

と、原子力安全・保安院が、パネリスト等の候補者を佐賀県に提示したことを除

き、特筆すべき関与は見受けられなかった。 
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ケ その後の玄海原子力発電所 3号機におけるプルサーマル計画の状況 

 

 2006 年(平成 18 年)3 月 26 日、佐賀県及び玄海町は、九州電力から提出されて

いた玄海原子力発電所 3 号機におけるプルサーマル計画に関する事前了解願いに

対し事前了解をし、2009 年(平成 21 年)12 月から、玄海原子力発電所 3 号機にお

けるプルサーマルによる営業運転が開始されたことは、上記のとおりである。 
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3 川内原子力発電所 3号機増設に関する公開討論会等 

 

(1) 川内原子力発電所 3号機増設について 

 

ア 次期原子力発電所の計画 

 

 上記第 2 の 1(1)に述べたとおり、資源小国である日本では、1970 年代の石油

危機に教訓を得て、政治、経済、社会情勢の変化に過度に左右されないエネル

ギー安定供給の確保(エネルギーセキュリティー)が重要課題となっている。エネ

ルギーセキュリティーを含むエネルギー政策は、第一次的には国家の責務であり

27、国により各施策が実施されている。 

 九州における電力供給事業者たる九州電力も、エネルギーセキュリティーの確

保に加え、地球環境問題への対応、エネルギーの経済性等を総合的に勘案し、電

気の安定供給のため、原子力を中核とした電源開発を実施してきた。 

 このような状況の中で、九州電力は、火力(石炭、LNG、石油)、再生可能エネ

ルギー(地熱、一般水力)、原子力等のエネルギー源をバランスよくミックスし、

原子力による発電量を 50％程度にすることを目標として、いわゆる｢電源ベスト

ミックス｣を掲げ、平成初期の頃から、玄海原子力 3・4 号機に次ぐ原子力発電所

の設置を検討していた。 

 

イ 新たな原子力発電所が川内原子力発電所 3号機となった経緯 

 

 九州電力は、平成初期の頃より、九州全土を対象に次期原子力開発の立地調査

等を実施していたところ、その中でも、既に 1・2 号機が稼働していた川内原子

力発電所を有力地点と捉え、1994 年(平成 6 年)の鹿児島県及び川内市(当時)28に

対する申入れを経て、1995 年(平成 7 年)2 月から地質予備調査を実施した。その

後、九州電力は、工程、経済性等について総合的検討を行い、次期原子力発電所

は、川内原子力発電所に 3 号機を増設するのが最適であると判断し、2000 年(平

成 12 年)9 月、鹿児島県及び川内市(当時)に対し、環境調査の実施を申し入れる

など、下記に述べる手続を開始した。 

                             
27  なお、最近においても、政府は、地球温暖化問題の解決に向けて二酸化炭素の削減に率先して取り

組むとの国の基本姿勢を世界に向けて発信するとともに、原子力については、2008 年(平成 20

年)12 月に閣議決定された｢新成長戦略(基本方針)｣において、｢安全を第一として国民の理解と信頼

を得ながら原子力利用について着実に取り組む｣との方針を明らかにしている。(『原子力安全白

書』(平成 21年、原子力安全委員会編)より) 

28  当時の川内市。2004 年(平成 16 年)10 月 12 日、川内市は、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里

村、上甑村、下甑村、鹿島村と合併し、｢薩摩川内市｣となった｡ 
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(2) 川内原子力発電所 3号機増設のために必要とされている手続 

 

ア 川内原子力発電所 3号機増設のために必要とされている手続の概要 

 

 九州電力が川内原子力発電所 3 号機を増設するためには、下記の手続が必要と

されている29。 

 

(a) 環境影響評価 

(b) 第一次公開ヒアリング(経済産業省主催) 

(c) 経済産業大臣による重要電源開発地点指定 

(d) 原子炉設置許可申請 

(e) 第二次公開ヒアリング(原子力安全委員会主催) 

(f) 原子炉設置許可 

(g) 工事計画認可申請 

(h) 工事計画認可 

(i) 着工(平成 25 年度予定) 

(j) 運転(平成 31 年度予定) 

 

 なお、上記の手続の中で、本調査の対象となった公開討論会等に関係する手続

は、(a)環境影響評価及び(b)第一次公開ヒアリング(経済産業省主催)である。 

 

イ (a)環境影響評価について 

 

 環境影響評価とは、環境影響評価法及び電気事業法を根拠として、原子力発電

所の新設や増改築を行う際に、その事業が環境に及ぼす影響を評価するために必

要とされる手続である。九州電力は、川内原子力発電所 3 号機の増設に当たっ

て、川内原子力発電所 3 号機増設計画の実施が環境に及ぼす影響、及びその事業

計画に係る環境保全措置を検討するために、環境影響評価を実施する必要があっ

た30。 

 環境影響評価に加え、九州電力は、｢発電用原子炉施設に関する耐震設計審査

                             
29  調査基準日の時点では、(c)重要電源開発地点指定(2010 年(平成 22 年)12 月 16 日)までが終了して

いる。 

30  なお、川内原子力発電所に 3 号機を増設するに当たっては、発電所固有の手続として電気事業法に

基づく手続も必要とされるが、特段の必要性がない限り、以下、環境影響評価法と併せて論じるこ

ととする。 
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指針｣等を根拠とする地質調査31、｢発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指

針｣等を根拠とする気候調査32を実施する必要があったため(環境影響評価、地質

調査及び気候調査を併せて｢環境調査｣という。)、2000 年(平成 12 年)以降、鹿

児島県及び川内市(当時)に対し、環境調査の実施を申し入れ、下記のとおり、環

境調査を実施してきた。 

 

平成 15 年 10 月 

  ～平成 20年 12 月 

環境調査のうち地質調査を実施 

平成 16 年 4 月 

  ～平成 20年 12 月 

環境調査のうち気象調査を実施 

平成 17 年 8 月 30 日 ｢環境影響評価方法書｣33の経済産業大臣に対する

届出、関係自治体(鹿児島県、薩摩川内市、串木

野市(当時))への送付 

平成 18 年 2 月 27 日 ｢環境影響評価方法書｣について、経済産業大臣

より勧告を受領 

平成 17 年 8 月 

  ～平成 20年 12 月 

環境調査のうち環境影響評価を実施 

 

 環境調査を終えた九州電力は、2009 年(平成 21 年)1 月 8 日、鹿児島県知事及

び薩摩川内市長に対し、川内原子力発電所における環境調査結果について報告34

するとともに、川内原子力発電所 3 号機増設に関する申入れを行った。このう

ち、環境影響評価に関しては、関係自治体の長(鹿児島県知事、薩摩川内市長、

いちき串木野市長)に対し、｢川内原子力発電所 3 号機増設計画に係る環境影響評

価準備書｣(以下｢環境影響評価準備書｣という。)を送付した。 

 九州電力は、環境影響評価法に基づき、2009 年(平成 21 年)1 月 23 日、薩摩川

                             
31  基礎岩盤の安全性を評価する際に想定される地震の大きさを検討し、基礎岩盤が原子炉施設の基礎

として地震時に十分な安定性を有することを確認するための調査である。 

32  原子炉等規制法、原子炉立地審査指針等に基づき定められた、万一の事故等の際に発電所敷地やそ

の周辺における放射線量の変化の仕方及び放射線上の安全性について検討するための調査である。 

33  環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について定めた方法書を作成

し、経済産業大臣に届け出るとともに、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる

地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、方法書を送

付しなければならないとされている(環境影響評価法第 5 条、電気事業法第 46 条の 4、46 条の 6)。

また、送付を受けた都道府県知事は、市町村長の意見を勘案した上で、方法書について環境の保全

の見地からの意見を書面により述べることとされ、経済産業大臣は、環境の保全についての適正な

配慮がなされることを確保する必要があると認めるときは環境影響評価の項目並びに調査、予測及

び評価の手法について必要な勧告をすることができるとされている。 

34  この報告は、環境影響評価準備書の説明、地質調査及び気象調査の説明に関するものである。 
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内市において、環境影響評価準備書に関する説明会(薩摩川内市説明会)を実施

し、同月 30 日、いちき串木野市において、同様の説明会(いちき串木野市説明

会)を実施した35。 

 

ウ (b)第一次公開ヒアリング(経済産業省主催) 

 

 国との関係においては、九州電力は、環境影響評価法及び電気事業法に基づ

き、2009 年(平成 21 年)1 月 8 日、経済産業大臣に対し、環境影響評価準備書の

届出を行い、さらに 2010 年(平成 22 年)1 月 21 日、経済産業大臣に対し、｢川内

原子力発電所 3 号機増設計画に係る環境影響評価書｣の届出を行った上で、関係

地方公共団体や地域住民に対する縦覧等の手続を行った。 

 経済産業省資源エネルギー庁は、川内原子力発電所 3 号機増設について、広く

地元住民から意見を聴取し、事業者たる九州電力に川内原子力発電所 3 号機増設

の説明をさせるため、｢原子力発電所の立地に係る公開ヒアリングの実施に関す

る規程｣に基づき、2010 年(平成 22 年)5 月 18 日、薩摩川内市において、第一次

公開ヒアリングを開催した。第一次公開ヒアリングは、準備書説明会とは異な

り、法律に基づく手続ではないものの、第一次公開ヒアリングの終了は、重要電

源開発地点の指定要件となっている手続である。また、第一次公開ヒアリング

は、川内原子力発電所 3 号機の設置について、地元住民から意見を聴取するとと

もに、事業者としての九州電力が原子力発電所の設置に関する説明を行うことに

より、地元住民の理解と協力を得ることを目的に開催されるものである。 

 

エ 第一次公開ヒアリング後の手続の進行状況 

 

 準備書説明会及び第一次公開ヒアリングを終えた後、川内原子力発電所 3 号機

増設に関しては、調査基準日現在、下記の手続がなされている。 

 

平成 22 年 6 月 薩摩川内市議会及びいちき串木野市議会によ

る、川内原子力発電所 3 号機増設への賛成陳述

の採択、両市長による川内原子力発電所 3 号機

増設への同意又は容認(議会で表明) 

                             
35  薩摩川内市説明会及びいちき串木野市説明会を実施するに当たり、九州電力は、2009 年(平成 21

年)1 月 15 日に、日刊新聞紙に｢環境影響評価準備書｣の広告を掲載するとともに、鹿児島県、薩摩

川内市、いちき串木野市内の自治体庁舎、九州電力事業所等において準備書を縦覧に供し、｢環境影

響評価準備書｣について、意見を有する者からは意見書の提出を受け付けること、薩摩川内市におい

ては 2009 年(平成 21 年)1 月 23 日に、いちき串木野市においては同月 30 日に準備書説明会を実施

することを公告した。 
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平成 22 年 10 月 鹿児島県議会による、川内原子力発電所 3 号機

増設に係る賛成陳述の採択 

平成 22 年 11 月 19 日 鹿児島県知事による、川内原子力発電所 3 号増

設を了承する旨の表明 

平成 22 年 12 月 16 日 経済産業大臣による、川内原子力発電所 3 号機

の重要電源開発地点の指定 

 

(3) 九州電力が行ってきた理解推進活動 

 

ア 日常的な参加呼びかけ及び地元との信頼関係の構築 

 

 薩摩川内市内に原子力発電所を置く九州電力は、薩摩川内市及びそれに隣接す

るいちき串木野市、阿久根市等の地元住民から、原子力発電所に対する理解を得

るため、日頃から、理解推進活動を実施している。理解推進活動の具体的内容

は、原子力一般に関する安全性、必要性等を説明するための地元住民に対する勉

強会の開催36、発電所見学(川内原子力発電所及びその展示館、玄海原子力発電所

及び玄海エネルギーパーク)の実施37等である。 

 九州電力は、勉強会や発電所見学といった理解推進活動を通じて、日頃から地

元住民との間で親交を図りながら、信頼関係を構築してきた。 

 

 九州電力は、2000 年(平成 12 年)以降、鹿児島県及び川内市(当時)に対し、川

内原子力発電所における環境調査の実施を申し入れたところ、鹿児島県知事は、

地元住民の原子力発電所に対する理解をさらに深める必要があるとして、環境調

査の受入れを留保した。そこで九州電力は、2001 年(平成 13 年)8 月頃、電源立

地部内に川内調査グループを組織し、そのメンバーを川内市(当時)内に駐在させ

ることで、地元の理解推進活動に、より積極的に取り組むこととした。その後、

川内原子力発電所における環境調査の実施を経て、薩摩川内市説明会及びいちき

串木野市説明会が実施されたことは、上記(2)イのとおりである。 

 九州電力は、川内原子力発電所 3 号機設置のための組織を一本化するため、

2009 年(平成 21 年)3 月、環境調査を実施していた川内調査所と、地元の理解推

進活動等を担当していた電源立地対策部川内調査グループを統合し、川内原子力

総合事務所を設置した。 

                             
36  規模は毎回 20 名程度である。また、勉強会の開催実績は、2006 年(平成 18 年)は 26 回で 518 名の

参加、2007 年(平成 19年)は 46回で 1066 名の参加であった。 

37  発電所見学の開催実績は、2006 年(平成 18 年)は 62 回で 1714 名の参加、2007 年(平成 19 年)は 93

回で 2277 名の参加であった。 
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イ 九州電力と地元企業との関わり 

 

 九州電力は、薩摩川内市に原子力発電所及び火力発電所を有しており、これら

薩摩川内市の発電所は、その運営のため、多数の地元企業と取引を行っている

(玄海原子力発電所の協力会社と同様であり、同じく｢協力会社｣という。)。この

ような九州電力と協力会社との間の取引関係は、地元に雇用を生み出し、地元住

民の定着を促進し、地元経済を活性化させるという効果を有する。そのため、協

力会社の社員や家族、地元経済を担う企業や商店及びその社員や家族は、原子力

推進の立場を採る者も多い。 

 薩摩川内市説明会及びいちき串木野市説明会が行われた当時、川内原子力発電

所の周辺地域には、九州電力鹿児島支店と取引関係にある地元企業が集まる団

体、鹿児島県内の各業界団体など大小多数の団体が、九州電力による川内原子力

発電所 3 号機増設計画を推進する活動を行っていた。これらの団体の中でも薩摩

川内市の 53 団体は、2009 年(平成 21 年)2 月 12 日に、｢川内原子力発電所 3号機

建設促進期成会｣(以下｢期成会｣という。)を結成し38、3 号機増設の推進を強化し

ていった(以下、これらの関係団体を総じて｢地元関係団体等｣ということがあ

る。)。 

 

ウ 日頃の理解推進活動の一環としての参加呼びかけ 

 

 九州電力は、川内原子力発電所 3 号機増設に関する住民理解を得るために、日

頃から実施していた理解推進活動に加え、川内原子力発電所 3 号機増設を理解し

てもらうための特別な理解推進活動として、地元住民を対象とした様々なイベン

トや地域説明会(以下｢イベント等｣という。)を開催していた。このようなイベン

ト等を開催する際、九州電力は、社員、協力会社、地元関係団体等を通じて、地

元住民に対する参加呼びかけを行っていた。 

 このような参加呼びかけは、理解推進活動という九州電力の業務の一環として

日頃から行われていたものであり、本調査の対象となっている薩摩川内市説明

会、いちき串木野市説明会、第一次公開ヒアリングに限って行われたものではな

い。 

 

                             
38  その後、いきち串木野市の推進団体も、期成会に加盟していった。 
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エ 地元の原子力慎重派 

 

 九州電力は、長年実施してきた理解推進活動を通じて、薩摩川内市の地元住民

の大多数は原子力推進派又は原子力に中立的な立場を取る者であり、地元住民の

中で原子力慎重派の立場から積極的な活動を行っている者は、ごく少数であると

認識している。 

 また、川内原子力発電所 3 号機増設に関して積極的に活動している原子力慎重

派の中には、鹿児島市内に居住する者など、薩摩川内市、いちき串木野市及び阿

久根市などの地元の住民ではない者も、相当程度存在するようである。 

 

(4) 薩摩川内市説明会について 

 

ア 薩摩川内市説明会の開催状況 

 

 薩摩川内市説明会は、2009 年(平成 21 年)1 月 23 日に、川内文化ホールにおい

て開催された。薩摩川内市説明会では、一般参加者の参加資格は設けられておら

ず、当日会場を訪れた者が自由に傍聴できる仕組みが採られ、かつ、座席も先着

順に希望する座席に座ることができた。その結果、一般参加者用の座席数が約

1200 名の川内文化ホールは、一般参加者の入場者 1274 名を以て満員となったた

め、187 名の入場希望者の入場を断ることとなった。 

 

 薩摩川内市説明会は、2009 年(平成 21 年)1 月 23 日午後 6 時 20 分に開始さ

れ、電源立地対策部電源立地調査第 2 グループの中村圭介グループ長の司会のも

と、池松勢三郎常務の挨拶に続いて、午後 6 時 31 分～午後 6 時 44 分に、段上守

常務より事業計画の説明がされた後、午後 6 時 44 分～午後 7 時 32 分まで、西村

正幸環境部長より環境影響評価の概要が説明された。その後、休憩時間をはさ

み、午後 7 時 55 分頃～午後 8 時 45 分頃までの 50 分間にわたって、休憩時間中

に集められた会場からの質問に九州電力が回答するセッションが設けられ、九州

電力は、質問と回答を読み上げる形で質問に回答した39。このセッションは、当

初予定時間より約 10 分超過し、環境影響評価準備書説明会は、午後 8 時 45 分頃

に終了した40。 

 

                             
39  質問に対する回答を行ったのは、荘野尚志原子力建設部長、大坪潔晴電源立地対策部長、瓜生道明

経営企画部長、佐々木有三土木部長、西村正幸環境部長だった。 

40  環境影響評価準備書説明会に引き続き、午後 8 時 52 分～午後 10 時 06 分まで、地質・気象調査説明

会(最後の挨拶を含む)が行われた。 
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イ 2009 年(平成 21 年)1 月 8日の出来事 

 

 九州電力は、上記のとおり、2009 年(平成 21 年)1 月 8 日、鹿児島県知事及び

薩摩川内市長に対し、川内原子力発電所における環境調査結果について報告する

とともに、川内原子力発電所 3 号機増設に関する申入れを行った。その際、眞部

利應社長(以下｢眞部社長｣という。)が鹿児島県庁を、田中征夫副社長が薩摩川内

市役所を訪問することになっていたが、眞部社長は、鹿児島県庁を訪問した後、

薩摩川内市役所も訪問した。他方、原子力慎重派は、眞部社長が鹿児島県庁を訪

問したタイミングで眞部社長に接触を試みたが、それに失敗したため、眞部社長

を追って薩摩川内市に入り、薩摩川内市役所の入口で眞部社長を待ち受けた。薩

摩川内市役所前では、マスコミも市役所の入口に待機していたこともあって混乱

状況となり、眞部社長は原子力慎重派から接触を強行されるなどして揉み合いと

なり、眞部社長の背広が破られるなどの事態に至った(以下｢1 月 8 日の出来事｣

という。)。 

 九州電力は、1 月 8 日の出来事を受けて、薩摩川内市説明会において、原子力

慎重派が大挙して会場を訪れ、前列を占拠した上で壇上への登壇を強行するな

ど、進行が妨害される事態に陥ることを懸念し、環境影響評価法に基づく薩摩川

内市説明会が滞りなく実施されることを目的に、警備を強化することとした。 

 

ウ 薩摩川内市説明会への参加呼びかけ 

 

(ｱ) 警備としての九州電力社員の動員計画 

 

 九州電力は、1 月 8 日の出来事を受けて、当初は、薩摩川内市説明会が開催さ

れる川内文化ホールの前列に九州電力社員を座らせることで、原子力慎重派に前

列を押さえられて、前方から野次怒号が飛ばされたり、壇上に登壇されたりする

のを阻止することを計画した。しかしその後、ステージと客席の間にプランター

を置くことで、前列から壇上に登壇することを物理的に困難にしつつ、前方の数

列は座席そのものを撤去することとし、また、会場内の座席に警備担当の社員を

配置することにより、会場の警備を強化した。 

 

(ｲ) 参加呼びかけの状況 

 

 九州電力は、日頃のイベント等の際と同様に、社員、協力会社、地元関係団体

等に対し、薩摩川内市説明会への参加呼びかけを行った。但し、薩摩川内市説明

会への参加呼びかけは、下記のような事情から、通常のイベント等のとき以上に
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積極的に行われたと認められる。 

 上記(3)イ・エのように、川内原子力発電所の周辺地域に住む地元住民は、原

子力推進派又は中立的な立場の者が多かったものの、このような原子力推進派又

は中立的な立場の者は、積極的な行動に出ない｢サイレントマジョリティー｣(物

言わぬ多数派)であることが多く、九州電力がある程度積極的に参加呼びかけを

行わないと、自発的には参加しない可能性があった。 

 他方で原子力慎重派は、原子力推進派に比べ、積極的かつ精力的な活動を行う

傾向にあり、1 月 8 日の出来事を踏まえると、薩摩川内市説明会においても、原

子力慎重派が大挙して参加し、組織的な反対行動に出る可能性が考えられた。 

 加えて、薩摩川内市説明会は、収容人員約 1200 名の川内文化ホールにおい

て、金曜日の夜に実施されることもあり、九州電力が積極的な参加呼びかけを行

わなければ、一般参加者が極端に少なくなり、あるいは原子力慎重派ばかりが薩

摩川内市説明会に参加することも予想された。そこで九州電力では、原子力推進

派も多数が薩摩川内市説明会に参加し、法令に基づく手続である薩摩川内市説明

会が、滞りなく実施されることを目的に、通常のイベント等以上に、熱心な参加

呼びかけを行った。 

 

 このような九州電力の参加呼びかけに加え、薩摩川内市説明会が、法令に基づ

く重要な手続であることを理解した地元住民が、積極的に川内文化センターに足

を運んだ結果、下記(ｳ)のとおり、定員を超える一般参加者が集まることとなっ

た。 

 

(ｳ) 九州電力の参加呼びかけにより集まった一般参加者の数 

 

 九州電力の集計によると、薩摩川内市説明会の当日の一般参加者入場者数は、

上記のとおり 1274 名であり、会場の収容人数の関係から、当日会場に訪れたも

のの 187 名が入場できなかった。したがって、当日会場に訪れた人数は 1461 名

である。 

 そのうち、九州電力社員及び協力会社からの一般参加者は約 220 名、地元関係

団体等からの一般参加者は約 700 名であった41。これらの合計 920 名は、九州電

力の参加呼びかけを受けた一般参加者であると推定されるが、これらの全員が九

州電力の参加呼びかけに応じる形で薩摩川内市説明会に参加したとまでは言え

ず、自らの意思で参加した者も相当程度含まれているものと考えられる。 

 

                             
41  いずれも、当時の九州電力による推定値である。 
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エ 会場からの質問について 

 

 薩摩川内市説明会では、休憩時間に、一般参加者が質問票に記載して質問箱に

投函した質問について、九州電力が回答するセッションが設けられていた。質疑

応答について、口頭質問ではなく質問票を受け付ける形式にしたのは、環境影響

評価準備書の内容が膨大多岐にわたることを前提に、九州電力が、受け付けた質

問についてはその場で可能な限りすべて回答する方針としていたため、類似質問

を纏めるなど、効率的な質疑応答を行う必要があったからであるとされている。 

 具体的には、九州電力は、当日、一般参加者が投函する質問に対して、時間内

にできる限りの回答を行うために、下記のようなシステムを採用した。 

 

(ｱ) 質問票の受付から回答までのプロセス 

 

 薩摩川内市説明会では、予め一般参加者に配付しておいた質問票に、名前、住

所、質問事項を記入してもらい、会場内 2 箇所に設置された質問箱に投函しても

らう方法により質問を受け付けた。質問票は、事前に、1 人 1 枚が配付されてい

たが、複数の質問がある人は、質問箱の横に据え置かれた予備の質問票を利用す

ることが可能であった。 

 質問箱に投函された質問票は、1 名の担当者のもとに集められた上で、同担当

者が質問票の内容を見て、質問票を環境部、原子力建設部、原子力管理部、土木

部、電源立地対策部、経営企画部、川内調査所に振り分けた。会場には、各部の

担当者によって構成される QA 班が控えており、QA 班は、これまでに九州電力が

蓄積してきた想定 QA の中から、対応する回答を選んだり、対応する回答がない

場合には、その場で回答を作成するなどして、回答書を作成した。 

 こうして作成された回答書は、壇上にいる回答者に手渡され、回答者がこれを

読み上げることによって、質問票に対する回答が行われた。 

 

(ｲ) 質問票への回答結果 

 

 薩摩川内市説明会では、当日、81 件の質問票が質問箱に投函された。九州電

力は、この 81 件から意見等を除いた質問 77 件のうち、68 件の回答を行った。

なお、九州電力は 9 件の質問に回答していないが、それは質問に回答する時間が

足りなかったことによるものであり、特定の質問への回答を恣意的に回避したと

いうような事実は認められない。 

 また、以上の状況及びこれまでの調査の結果からすれば、薩摩川内市説明会に

おいて、九州電力が、予め質問を準備したり、当日回収された質問票の中から、
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特定の質問を恣意的に選択して回答したという事実も認められない。 

 

オ 国の関与 

 

 本調査においては、薩摩川内市説明会において、国(経済産業省)が、九州電力

に対して、一般参加者の動員や仕込み質問等に関する何らかの働きかけを行った

という事実は、認められなかった。 

 



 43

(5) いちき串木野市説明会 

 

ア いちき串木野市説明会の開催状況 

 

 いちき串木野市説明会は、2009 年(平成 21 年)1 月 30 日に、いちき串木野市市

民文化センターにおいて開催された。 

 いちき串木野市説明会では、一般参加者の参加資格は設けられておらず、当日

会場を訪れた者が自由に傍聴できる仕組みが採られ、かつ、座席も先着順に希望

する座席に座ることができた。結果的に、一般参加者用の座席数が約 820 名のい

ちき串木野市市民文化センターには、795 名の一般参加者が集まった。 

 

 いちき串木野市説明会は、2009 年(平成 21 年)1 月 30 日午後 6 時 20 分に開始

され、電源立地対策部電源立地調査第 2 グループの中村圭介グループ長の司会の

もと、池松勢三郎常務の挨拶に続いて、午後 6時 31 分～午後 6 時 42 分に、段上

守常務より事業計画の説明がされた後、午後 6時 43 分～午後 7 時 33 分まで、西

村正幸環境部長より環境影響評価概要が説明された。その後、休憩時間をはさ

み、午後 7 時 55 分頃～午後 8 時 47 分頃までの 52 分間にわたって、休憩時間中

に集められた会場からの質問に九州電力が回答するセッションが設けられ、九州

電力は、質問と回答を読み上げる形で質問に回答した42。このセッションは、当

初予定時間より約 12 分超過し、環境影響評価準備書説明会は、午後 8 時 47 分頃

に終了した43。 

 

イ いちき串木野市説明会への参加呼びかけ 

 

(ｱ) 警備としての九州電力社員の動員計画 

 

 九州電力は、上記(4)イに述べた 1 月 8 日の出来事を受けて、いちき串木野市

説明会においても、ステージと客席の間にプランターを置くことで、前列から壇

上に登壇することを物理的に困難にしつつ、前方の数列は座席そのものを撤去す

ることとし、また、会場内の座席に警備担当の社員を配置することにより、会場

の警備を強化することとした。 

 

                             
42  質問に対する回答を行ったのは、薩摩川内市説明会と同様である。 

43  環境影響評価準備書説明会に引き続き、午後 8 時 56 分～午後 10 時 11 分まで、地質・気象調査説明

会(最後の挨拶を含む)が行われた。 
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(ｲ) 参加呼びかけの状況 

 

 九州電力は、日頃のイベント等の際と同様に、社員、協力会社、地元関係団体

等に対し、いちき串木野市説明会への参加呼びかけを行った。但し、いちき串木

野市説明会への参加呼びかけは、上記(4)ウ(ｲ)に述べた薩摩川内市説明会の場合

と同じ理由により、通常のイベント等のとき以上に、積極的に行われたと認めら

れる。 

 このような九州電力の参加呼びかけに加え、いちき串木野市説明会が、法令に

基づく重要な手続であることを理解した地元住民が、積極的にいちき串木野市市

民センターに足を運んだ結果、下記(ｳ)のとおり、795 名の一般参加者が集まる

こととなった。 

 

(ｳ) 九州電力の参加呼びかけにより集まった一般参加者の数 

 

 九州電力の集計によると、いちき串木野市説明会の当日の一般参加者入場者数

は、上記のとおり 795 名であった。 

 九州電力の社内資料によると、九州電力社員及び協力会社からの出席者は約

192 名、地元関係団体等からの出席者については約 210 名を、それぞれ見込んで

いたことは把握できるものの、実際の入場者の集計を行った資料は見当たらな

い。また、これらの合計約 402 名は、九州電力の参加呼びかけを受けた見込み参

加者であると推定されるが、これらの者全員が九州電力の参加呼びかけに応じる

形でいちき串木野市説明会に参加したとまでは言えず、自らの意思で参加した者

も相当程度含まれているものと考えられる。 

 

ウ 会場からの質問について 

 

(ｱ) 質疑応答セッションについて 

 

 いちき串木野市説明会では、薩摩川内市説明会と同様、休憩時間に、一般参加

者が質問票に記載して質問箱に投函した質問について、九州電力が回答するセッ

ションが設けられていた。また、いちき串木野市説明会において、九州電力が、

当日、一般参加者から出される質問に対して、時間内にできる限りの回答を行う

ために採用していたシステムも、薩摩川内市説明会と同様である。 
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(ｲ) 質問票への回答結果 

 

 いちき串木野市説明会では、当日、108 件の質問票が質問箱に投函された。九

州電力は、この 108 件から意見等を除いた質問 95 件のうち、83 件の回答を行っ

た。なお、九州電力は 12 件の質問に回答していないが、未回答の理由は、薩摩

川内市説明会と同様であり、特定の質問への回答を恣意的に回避したというよう

な事実は認められない。 

 また、以上の状況及びこれまでの調査の結果からすれば、いちき串木野市説明

会において、九州電力が、予め質問を準備していたり、当日回収された質問票の

中から、特定の質問を恣意的に選択して回答したという事実も認められない。 

 

エ 国の関与 

 

 本調査においては、いちき串木野市説明会において、国(経済産業省)が、九州

電力に対して、一般参加者の動員や仕込み質問等に関する何らかの働きかけを

行ったという事実は、認められなかった。 

 

(6) 第一次公開ヒアリング 

 

ア 第一次公開ヒアリングの開催に至る経緯 

 

 九州電力は、2010 年(平成 22 年)1 月 21 日、川内原子力発電所 3号機増設計画

に係る環境影響評価書を経済産業大臣に届け出た。その後、経済産業大臣による

審査、公告・縦覧の手続を経て、2010 年(平成 22 年)3 月 24 日には環境影響評価

に係る手続が終了した。 

 九州電力は、2010 年(平成 22 年)5 月中旬頃に第一次公開ヒアリングを開催す

ることを念頭に、2009 年(平成 21 年)12 月末頃から、経済産業省(資源エネル

ギー庁)との間で第一次公開ヒアリングついて協議を開始した44。 

 

イ 第一次公開ヒアリングの開催状況 

 

 第一次公開ヒアリングは、川内文化ホールにおいて、2010 年(平成 22 年)5 月

18 日に開催された。 

                             
44  九州電力及び経済産業省(資源エネルギー庁)は、2010 年(平成 22 年)1 月初めから、関係自治体(鹿

児島県、薩摩川内市)との調整、準備を開始した。 



 46

 第一次公開ヒアリングでは、一般傍聴人を年齢満 20 歳以上の者とし、傍聴を

希望する者は、2010 年(平成 22 年)4 月 28 日まで(必着)に、氏名、住所、電話番

号、年齢、職業等を記入した往復はがきを経済産業省に送付して応募し、応募者

多数の場合には、経済産業省が、薩摩川内市、いちき串木野市、阿久根市に在住

する者を優先して選んで返信用はがきを郵送することとされ、当日はこの返信用

はがきを持参した者だけが会場に入場できる取扱いとされていた。最終的な一般

傍聴人の応募者は 1095 名であり、そのうち 935 名に返信用葉書が返信され、当

日の一般傍聴人の入場者数は 772 名であった。 

 第一次公開ヒアリングでは、意見陳述人が意見を述べる機会が設けられてい

た。意見陳述人は、薩摩川内市、阿久根市、いちき串木野市に引き続き 3 ヶ月以

上住所を有する満 20 歳以上の者とし、意見陳述人になることを希望する者は、

2010 年(平成 22 年)4 月 28 日まで(必着)に、氏名、住所、電話番号、年齢、職業

及び 1200 字以内の｢意見の要旨｣(以下｢陳述要旨｣という。)を専用の用紙に記載

して、経済産業大臣宛の｢届出書｣を経済産業省に提出する必要があった。意見陳

述人の届出が多数の場合、経済産業省が意見陳述人を選定し、その旨を届出者宛

に通知することとされていたところ、意見陳述人の応募者は 31 名であり、その

うち 20 名が意見陳述人に採用された45。 

 

 第一次公開ヒアリングは、午前 9 時 30 分に開始され、段上守九州電力代表取

締役副社長より 10 分間の開会挨拶等がされた後、午前 9 時 40 分～午後 10 時 10

分までの間、九州電力が川内原子力発電所 3 号機増設計画の概要を説明した。そ

の後、意見陳述人による意見陳述が、午前 10 時 10 分～午前 12 時 10 分までの間

に 6 名、午後 1 時 10 分～午後 3 時 30 分までの間に 7 名、午後 3 時 50 分～午後

6 時 10 分までの間に 7 名行われ、第一次公開ヒアリングは、午後 6 時 20 分頃に

終了した。 

 

 意見陳述人は、1 名あたり約 10 分間にわたって意見陳述を行い、その後、九

州電力が意見陳述に対する説明・回答を約 10 分間にわたって行うものとされ、

九州電力は、口頭による説明に加え、パワーポイント資料等を使いながら説明・

                             
45  経済産業省は、2010 年(平成 22 年)4 月 7 日から、ホームページ上で、意見陳述人及び一般傍聴人の

募集を開始したほか、官報を通じて、第一次公開ヒアリングに関する情報を公開した。また、九州

電力は、鹿児島県全域に新聞広告を出すとともに、薩摩川内市、阿久根市、いちき串木野市に折り

込みチラシを配付した。また、地元自治体庁舎、九州電力の各事業所には、周知資料が備置され

た。 
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回答をした46。 

 第一次公開ヒアリングは、議長団を務めた経済産業省資源エネルギー庁電力・

ガス事業部長の横尾英博氏、資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核

燃料サイクル産業課長森本英雄、九州経済産業局長橘高公久氏により進行され

た。 

 

ウ 九州電力による一般傍聴人の第一次公開ヒアリングへの参加呼びかけ 

 

(ｱ) 九州電力が、一般傍聴人の第一次公開ヒアリングへの参加呼びかけを行っ

た経緯 

 

 資源エネルギー庁は、過去の他の原子力発電所における第一次公開ヒアリング

の開催状況47を念頭に、当初は、収容人数が 300 名から多くても 650 名程度の会

場で第一次公開ヒアリングを実施したいという意向を示していたが、九州電力

は、薩摩川内市説明会は収容人数 1200 名の川内文化ホールで開催していたこ

と、できる限り多くの地元住民が傍聴できる施設とすることが好ましいという薩

摩川内市の意向があることなどを踏まえ、川内文化ホールが開催場所として適切

であることを説明し、2010 年(平成 22 年)2 月 10 日頃には、第一次公開ヒアリン

グの開催場所は、収容人数約 1200 名の川内文化ホールとすることが決まった。 

 このような経緯を踏まえ、九州電力は、第一次公開ヒアリングを成功裡に終わ

らせるためには、十分な人数の一般傍聴人が参加することが必要であると考え、

日頃のイベント等、薩摩川内市説明会及びいちき串木野市説明会の際と同様に、

社員、協力会社、地元関係団体等に対し、第一次公開ヒアリングへの参加呼びか

けを行うこととした。 

 

(ｲ) 九州電力による参加呼びかけの状況 

 

 第一次公開ヒアリングの開催場所となった川内文化ホールの収容人数が約

1200 名であることを踏まえ、九州電力は、400～500 名の一般傍聴人応募者を確

                             
46  説明者は、段上守代表取締役副社長、梶原正博取締役常務執行役員(立地本部長)、山元春義取締役

常務執行役員(川内原子力総合事務所長)、中村明原子力管理部長、荘野尚志原子力建設部長、小倉

良夫経営企画本部エネルギー・設備担当部長、中村圭介電源立地部長、西村正幸環境部長、佐々木

有三土木部長の説明団であった。 

47  1999 年(平成 11 年)6 月 2 日に開催された北海道電力株式会社泊発電所 3 号機設置に係る第一次公開

ヒアリング、2002 年(平成 14 年)2 月 22 日に開催された日本原子力発電株式会社敦賀発電所 3・4 号

機設置に係る第一次公開ヒアリング、2003 年(平成 15 年)11 月 19 日に開催された東京電力株式会社

東通原子力発電所 1・2号機設置に係る第一次公開ヒアリングが考慮の対象とされた。 
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保することとした。九州電力は、第一次公開ヒアリングへの参加を呼びかけるた

め、社員や協力会社に対する参加呼びかけを行ったほか、地元関係団体等に対し

協力を求めた。これらの地元関係団体等は、各団体に所属する地元企業等に対

し、第一次公開ヒアリングへの参加を呼びかけ、経済産業省に実際に応募をした

事実を確認の上、応募者の情報を取りまとめて九州電力に報告していた。九州電

力の社内資料によると、九州電力社員及び協力会社からの一般傍聴人の応募者数

は 339 名、地元関係団体等からの一般傍聴人の応募者数は 179 名(合計 518 名)で

あった48。 

 九州電力の内部資料によると、2010 年(平成 22 年)4 月 28 日の一般傍聴の応募

締切後、資源エネルギー庁から、一般傍聴人の応募者数及び採用数について、下

記の報告を受けたことが認められる。 

 

応募者 応募総数 採用数(エネ庁決定) 

薩摩川内市 497 名 497 名

阿久根市 25 名 25 名

いちき串木野市 128 名 128 名

鹿児島県内 250 名 171 名

県外 195 名 114 名

合計 1095 名 935 名

 

 以上の内訳を見ると、薩摩川内市、阿久根市、いちき串木野市からの応募者は

全員採用され、その他鹿児島県内、県外からの応募者は各々6：4 の比率で採用

されている。 

 

(ｳ) 九州電力の参加呼びかけによる一般傍聴人の数 

 

 上記のとおり、第一次公開ヒアリングの当日の一般傍聴人の入場者数は 772 名

であり、九州電力が参加呼びかけをした一般傍聴人の応募者数は 518 名であった

が、このうち、一般傍聴人に採用されて返信用はがきを受領した人数49、当日会

場に入場した人数の集計を行った資料は見当たらない。また、この 518 名全員が

九州電力の参加呼びかけに応じる形で一般傍聴人に応募したとまでは言えず、自

らの意思で応募した者も相当程度含まれているものと考えられる。 

                             
48  この 518 名を地域別に分けると、薩摩川内市が 365 名、いちき串木野市が 75 名、阿久根市が 22

名、これらの市以外からの参加者が 56名である。 

49  但し、このうち一般傍聴人に採用されなかった可能性があるのは、薩摩川内市、いちき串木野市、

阿久根市以外からの応募者である 56名のうちの一部である。 
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エ 九州電力による意見陳述人の確保 

 

(ｱ) 九州電力が意見陳述人を確保した経緯 

 

 九州電力では、過去の他の原子力発電所における第一次公開ヒアリングの開催

状況を念頭に、意見陳述人は 25 名程度が採用されるものと考えていた。九州電

力では、地元住民の多くが、川内原子力発電所 3 号機増設に理解を示し、賛成し

ているものと認識していたが、そのような原子力推進派の人たちは、九州電力が

意見陳述人に応募するよう働きかけない限り、自ら率先して第一次公開ヒアリン

グにおける意見陳述人に応募することはないものと考えられた。 

 そこで九州電力では、日頃の原子力理解活動(PA 活動)を通じて親交を深めて

いた地元住民の中で、自らの意見を堂々と述べることができる人、地元のオピニ

オンリーダー的な人などを中心に、第一次公開ヒアリングにおける意見陳述人の

応募を案内又は依頼し、25 名程度の応募者を集めることにした。 

 

(ｲ) 九州電力が意見陳述人を確保した状況 

 

 九州電力では、2010 年(平成 22 年)2 月上旬頃から、川内原子力総合事務所立

地部の社員が中心となり、理解推進活動を通じて親交を深めていた地元住民の中

で、自らの意見を堂々と述べることができる人、原子力に対して見識のある人、

地域に影響力・発言力があるオピニオンリーダー的な人などに対し、第一次公開

ヒアリングの開催とともに意見陳述人に応募できることを案内し、あるいは意見

陳述人に応募することを依頼した(以下｢応募呼びかけ｣ということもある。)。 

 

 九州電力がこのような応募呼びかけを行った結果、2010 年(平成 22 年)3 月下

旬頃までには、21 名が意見陳述人に応募することを決めた(以下｢21 名の応募者｣

という。)50。 

 しかしながら、この 21 名の応募者全員が、九州電力の応募呼びかけに応じて

意見陳述人に応募したとは評価できない。資源エネルギー庁による第一次公開ヒ

アリングの意見陳述人の募集開始は、2010 年(平成 22 年)4 月 7 日であり、九州

電力による応募呼びかけは、その約 2 ヶ月前から開始されている。したがって、

九州電力による応募呼びかけをきっかけに第一次公開ヒアリングにおける意見陳

                             
50  2010 年(平成 22 年)4 月 26 日時点において、九州電量は、21 名の意見陳述応募者を確保し、21 名が

実際に経済産業省に応募をしたことを確認した。また、九州電力は、2010 年(平成 22 年)4 月 26 日

時点の意見陳述人応募者の数が 22名であることを資源エネルギー庁から聞いていた。 
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述人の募集を知り、自らの意思で意見陳述人に応募した者も相当程度含まれてい

る。また、21 名の応募者の中には、地元関連団体等の役員を務めている人、市

町村議会議員経験者、職歴や経験から原子力について詳しい知識と見識を持つ

人、原子力発電所の存在が地元を活性化させると考えている地元住民などがお

り、仮に九州電力からの応募呼びかけがなくても、自発的に意見陳述人に応募し

ていた者もいたと認められる。 

 また、21 名の応募者は、九州電力による応募呼びかけを受けたものの、最終

的には、いずれも自らの意思において意見陳述人に応募した者である。 

 

(ｳ) 陳述要旨の作成 

 

 上記イに述べたとおり、意見陳述人に応募する際には、1200 字以内で陳述要

旨を作成して経済産業省に提出する必要があった。第一次公開ヒアリングでは、

国が、意見陳述を通じて地元住民からの意見を聴取し、その意見や質問に対し設

置事業者である九州電力が説明を加える仕組みが採られたため、九州電力は、21

名の応募者に対し、陳述要旨には 4～5 個の質問事項を盛り込んで欲しいと伝え

ていた。21 名の応募者は、基本的には、自らの経験・知識・見識に基づき陳述

要旨を作成していたが、九州電力は、21 名の応募者に対し、原子力発電所に関

する公表情報51を提供したり、質問内容について相談に乗ることもあった。但

し、このような 21 名の応募者に対する九州電力の関与の程度は、人ごとに濃淡

があり、陳述要旨のほぼすべてを自分で作成し、微調整やワープロ打ちのみを九

州電力に依頼した者、何度も九州電力と打合せをしながら陳述要旨をまとめて

いった者、自分の考えの概略を九州電力に話し、九州電力が陳述要旨をドラフト

し、それを確認・修正していった者など様々であった。 

 

(ｴ) 当日の意見陳述内容の検討及び陳述原稿の作成 

 

 意見陳述人に応募し採用された意見陳述人は、陳述要旨をもとに、10 分間の

意見陳述内容を考え、陳述原稿を用意する必要があった。21 名の応募者のう

ち、意見陳述人に採用されたのは、下記のとおり 15 名である(以下｢15 名の意見

陳述人｣という。)。九州電力は、15 名の意見陳述人が意見陳述内容や陳述原稿

を準備する際にも、協力や相談などの関与をしていた事実が認められるが、九州

電力の関与の程度は、陳述要旨の作成と同様、人ごとに濃淡があり、陳述内容の

ほぼすべてを自分で考えた者、自分が興味を持っているテーマについて、九州電

                             
51  九州電力が発行しているパンフレット、報道記事等。 
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力から資料提供を受ける程度だった者、九州電力と何度も打合せを行いながら陳

述内容を固めていった者、10 分間で意見陳述を終えるために、九州電力社員と

陳述原稿の読み合わせを行ったり、陳述原稿のワープロ打ちを九州電力に依頼し

たりした者など様々であった。 

 

(ｵ) 九州電力による陳述要旨及び陳述原稿の入手 

 

 上記(ｳ)のように、意見陳述には質問事項が含まれているため、九州電力は、

回答時間 10 分のうちに、地元住民理解を得るに十分な回答をする必要があっ

た。九州電力は、意見陳述に対する回答は、パワーポイント資料等を使いながら

分かりやすく説明することとし、その準備のため、21 名の応募者から、陳述要

旨のコピーを受領した。 

 また、九州電力は、第一次公開ヒアリング開催日の翌日に、資源エネルギー庁

に対し、第一次公開ヒアリングの状況を正確にまとめた議事録を提出する必要が

あったため、15 名の意見陳述人からは、意見陳述の際に読み上げる陳述原稿の

コピーを予め受領し、議事録作成を進めた。 

 

オ 資源エネルギー庁への報告・相談・関与の状況 

 

 九州電力は、第一次公開ヒアリングの準備をするに当たり、主催者である経済

産業省資源エネルギー庁の担当者と打合せを繰り返し、九州電力における上記の

ような準備の状況について報告をしたり、確認を求めたりしていた。 

 

(ｱ) 一般傍聴人の参加呼びかけ 

 

 九州電力は、一般傍聴人の第一次公開ヒアリングへの参加呼びかけを行ってい

ることを、資源エネルギー庁の担当者に伝えていた。このような参加呼びかけ

は、もっぱら九州電力のイニシアチブで行われていたものと認められるが、資源

エネルギー庁においても、九州電力による参加呼びかけを認識し、第一次公開ヒ

アリングが円滑に実施されるためには、このような参加呼びかけが必要であると

認識していたものと考えられる。 

 また、資源エネルギー庁の担当者は、2010 年(平成 22 年)4 月 27 日、それまで

の一般傍聴人の応募者名簿を九州電力に示し、九州電力は、原子力慎重派として

把握している者が十数名しかいないことを資源エネルギー庁の担当者に伝えた。

このように資源エネルギー庁は、原子力慎重派からの応募者がどの程度の人数で

あるかを把握しようとしていた事実が認められる。 
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(ｲ) 意見陳述人の応募呼びかけ 

 

 意見陳述人の選定は、第一次公開ヒアリングの主催者である資源エネルギー庁

において行われた。 

 九州電力は、地元住民に対し、意見陳述人への応募呼びかけを行っているこ

と、25 名程度の応募者を集める予定であること、2010 年(平成 22 年)3 月 24 日

の段階で 21 名の応募者を確保したこと、21 名の応募者の陳述要旨をもとに回答

を準備していることなどを、資源エネルギー庁の担当者に伝えていた。このよう

な応募呼びかけについても、もっぱら九州電力のイニシアチブで行われていたも

のと認められるが、資源エネルギー庁は、九州電力による応募呼びかけを認識し

つつ、下記のような対応を行っていた。 

 

(ｳ) 意見陳述人の選定状況 

 

 資源エネルギー庁は、意見陳述人の陳述内容の重複を避けるとともに、地域ご

とに意見陳述人の数を決め、性別、年齢構成、職業等も勘案して意見陳述人を選

定するとしていた。また、資源エネルギー庁は、意見陳述人の採用に漏れた者に

ついても陳述要旨は公表することとしており、九州電力が応募呼びかけをした者

全員が、意見陳述人に選定されるわけではないとも発言していた。 

 意見陳述人の応募が締め切られた直後の 2010 年(平成 22 年)4 月 30 日頃、資

源エネルギー庁の担当者は、九州電力に対し、意見陳述人の応募者が 31 名で

あったことを伝えるとともに、九州電力の応募呼びかけによる 21 名の応募者以

外の応募者 10 名の陳述要旨のコピーを九州電力社員に渡した。この 10 名は、原

子力慎重派の応募者であり、九州電力は、原子力慎重派の 10 名の陳述要旨を入

手することにより、第一次公開ヒアリングにおける意見陳述人全員の陳述要旨と

それに含まれる質問を把握し、当日、充実した回答を準備することが可能となっ

た。 

 2010 年(平成 22 年)5 月上旬頃、九州電力は、資源エネルギー庁の担当者か

ら、意見陳述人として選定された 20 名の氏名と、陳述の順番についての情報を

受けた。その結果、九州電力は、応募呼びかけによる 21 名の応募者のうち 15 名

が意見陳述人として採用され、原子力慎重派 10 名の応募者のうち、5 名が意見

陳述人として採用されたことを把握した。 

 2010 年(平成 22 年)5 月 12 日頃、九州電力は、仮に問い合わせがあった場合、

｢九州電力が、分かりやすく十分な説明準備を行うため、資源エネルギー庁か

ら、意見陳述人の陳述内容及び陳述の順番についての情報提供を受けている｣と
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回答しても構わない旨、資源エネルギー庁の担当者から告げられた。 

 九州電力は、資源エネルギー庁の担当者に対し、15 名の意見陳述人との間

で、意見陳述に関する打合せをしていることを伝えていたところ、資源エネル

ギー庁の担当者が九州電力に対し、15 名の意見陳述人に九州電力が関与してい

ることが、15 名の意見陳述人から他の意見陳述人に伝わることがないよう、15

名の意見陳述人に注意しておいて欲しいと依頼していた事実も認められる。 

 

カ 九州電力による意見陳述人の確保とその評価 

 

 以上のように、九州電力は、意見陳述人に対する応募呼びかけを行ったほか、

15 名の意見陳述人に対する協力や相談を行っていた事実が認められる。また、

九州電力は、このような九州電力の意見陳述人に対する関与について、資源エネ

ルギー庁に報告し、資源エネルギー庁からも、様々な情報提供を受けていた事実

も認められる。 

 九州電力は、第一次公開ヒアリングを主催する資源エネルギー庁に必要な報告

と相談をしながら、上記のような行為を行っていたものである。また、15 名の

意見陳述人は、応募呼びかけを受けた事実はあっても、いずれも、自らの意思で

意見陳述人に応募し、また意見陳述内容も、自らの体験や見解を踏まえて決めて

おり、川内原子力発電所 3 号機増設を計画していた九州電力の立場としては、特

段問題のある行為ではないと認識していたものと思われる。 

 意見陳述人の選定は、資源エネルギー庁において行われていること、その選定

行為に九州電力が恣意的に関与する余地はなく、九州電力は、21 名の応募者が

九州電力による応募呼びかけを行っていた者であること等の必要な情報はすべて

資源エネルギー庁に提供していたことに加え、経済産業省が設置した大泉委員会

において、この第一次公開ヒアリングについても調査の対象となっているところ

であり、この点の評価については、大泉委員会において適切になされるものと考

えている。 
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第 3 本調査の結果に対する検討・評価 

 

1 はじめに 

 

 本調査の対象とした 6 つの公開討論会等は、玄海原子力発電所 3 号機におけるプルサー

マル計画に関するもの、川内原子力発電所 3 号機増設に関するものであるが、いずれも九

州における電力供給事業者である九州電力が、国のエネルギー政策に基づき、電力供給事

業者としての責務も踏まえて進めてきた事業計画に関するものである。プルサーマル計画

の推進も、原子力発電所の増設計画も、九州電力の立場からすれば、その実現に向けて最

大限の努力をすることは、むしろ当然のことであったと思われる。 

 2011 年(平成 23 年)3 月 11 日に発生した東日本大震災と、これを原因として発生した東

京電力福島第一・第二原子力発電所における様々な出来事をきっかけに、日本におけるエ

ネルギー政策、ことに原子力発電を取り巻く様々な事業に対する国民の見方が大きく変化

した。しかしながら、このことを踏まえても、九州電力の電力供給事業者としての責務と

立場を十分に理解するのでなければ、事の本質を見誤る危険があることを、まずは明確に

しておきたい。 

 

2 参加呼びかけ問題についての考察 

 

 原子力政策、プルサーマル計画に関する政策は、国が推し進めてきた政策であることか

らも明らかなように、国民の大多数が賛成ないしは中立的な立場を取っており、反対の立

場を取っている者は、比較的少数であったものと認められる。 

 このような中で、反対の立場を取る者は、様々な機会をとらえて、原子力政策等の問題

性を指摘し、国民に警鐘を鳴らそうとしていたものであり、その立場は十分に尊重される

べきであるし、国においても、また九州電力においても、その意見に耳を傾ける態度を惜

しむべきではない。 

 一方で、原子力政策等をテーマにした公開討論会等においては、反対の立場を取る者は

積極的に参加し発言をする一方で、賛成又は中立の立場を取る者は、あまり関心を示さ

ず、発言も差し控える傾向にあることも否めない。九州電力は、公開討論会等を実施する

際、このようないわゆる｢サイレントマジョリティ｣が参加せず、意見も述べない傾向にあ

ることを認識し、九州電力が計画する事業計画を推進するためには、サイレントマジョリ

ティも積極的に議論に参加することが必要であると考えてきた。そのために理解推進活動

に力を入れてきたとも言える。 

 参加呼びかけは、以上のような理由から、九州電力の理解推進活動の一環としてなされ

てきたものであり、そのことが直ちに問題となるわけではない。参加呼びかけが問題にな

るとすれば、賛成又は中立の立場の者が会場に多数押し掛けることで、反対の立場を取る
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者の公開討論会等への参加を阻害したり、多数の賛成又は中立の立場の者が、公開討論会

等の場における反対の立場の議論を妨害し、自由な議論を妨げる場合などである。 

 九州電力は、本調査の対象とした 6 つの公開討論会等で、いずれも参加呼びかけを行っ

ていた。参加呼びかけを受けた者の中でも、自発的な意思で公開討論会等へ参加した者も

相当程度いるはずであり、参加呼びかけと公開討論会等への実際の参加を明確に紐付ける

ことは困難である。 

 プルサーマル計画に関する佐賀県討論会は、九電討論会やプルサーマル計画に比べて、

応募者に占める九州電力関係者の応募者数の割合が高かった。これは、九州電力が、佐賀

県討論会における参加呼びかけを、かなり積極的に行った結果であると言える。 

 川内原子力発電所 3 号機増設に関する薩摩川内市説明会、いちき串木野市説明会、第一

次公開ヒアリングは、いずれも入場者又は応募者に占める参加呼びかけを受けた者の割合

が高いと言えるが、これは、地元住民の関心の高さがかなり影響している可能性が高い。 

 しかしながら、いずれの公開討論会等においても、九州電力の参加呼びかけによって、

反対の立場の者の参加が阻害されたり、反対の立場の議論が妨害されたという事実は見受

けられない。 

 したがって、九州電力がこれらの公開討論会等において行った参加呼びかけが行き過ぎ

たものであったと評価することは、必ずしも適切ではない。但し、東日本大震災後の世論

の変化を踏まえれば、今後開催されるであろう公開討論会等においては、これまでサイレ

ントマジョリティであった者たちの積極的な参加も期待できるところであり、これまでと

同様の参加呼びかけを行うことの是非について、国民の関心や世論の動向も十分に踏まえ

つつ、特に慎重に検討すべきものと考える。 

 

3 パネリスト・専門家等の選定についての考察 

 

 公開討論会等において登壇し、一般参加者の目の前で議論を行うパネリスト・専門家等

には様々な種類があるところ、その選定を行うのは主催者である。主催者には、公開討論

会等の議論が公平かつ活発に実施されるよう、パネリスト・専門家等を慎重に選定するこ

とが求められるが、公開討論会等の目的や性質に照らして、ある程度の裁量も当然許され

るはずである。パネリスト・専門家等は、公開討論会等という開かれた場で持論を述べる

ので、原子力政策等に賛成の立場であるか反対の立場であるかが明確になる。したがっ

て、その選定が賛成反対のバランスを取りながら、公平になされていたかどうかは、自ず

と明らかになり、それが実際に実施された公開討論会等の評価にも繋がるものである。 

 このような観点から見た場合、本調査の対象とした 6 つの公開討論会等の中で、唯一問

題であったと思われるのは、九電討論会における 6 名のパネリストの選定であると思われ

る。その理由は、すでに述べたとおりであるが、九州電力は、このようなパネリスト選出

の問題性について、深く認識し、反省すべきである。 
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